
南部箕蚊屋広域連合告示第４号

令和６年第１回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を次のとおり招集する。

令和６年２月２日

南部箕蚊屋広域連合長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和６年２月20日（火） 午前10時

２．場 所 南部町役場 法勝寺庁舎 議場

○開会日に応招した議員

河 中 博 子 一 橋 信 介

荊 尾 芳 之 山 路 有

景 山 浩 乾 裕

真 壁 容 子 細 田 元 教

勝 部 俊 徳

○応招しなかった議員

大 床 桂 介
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令和６年 第１回南部箕蚊屋広域連合議会定例会会議録（第１日）

令和６年２月20日（火曜日）

議事日程

令和６年２月20日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 施政方針の説明

日程第５ 議案第１号 南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部改正について＜委員会付託＞

日程第６ 議案第２号 南部箕蚊屋広域連合個人情報保護法施行条例の一部改正について＜委員

会付託＞

日程第７ 議案第３号 南部箕蚊屋広域連合情報公開条例の一部改正について＜委員会付託＞

日程第８ 議案第４号 南部箕蚊屋広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正につ

いて＜委員会付託＞

日程第９ 議案第５号 南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律

に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議につ

いて＜委員会付託＞

日程第10 議案第６号 南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情

報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定め

る協議について＜委員会付託＞

日程第11 議案第７号 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置の廃止に関する

協議について＜委員会付託＞

日程第12 議案第８号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第２号）＜委員会付

託＞

日程第13 議案第９号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）＜委員会付託＞

日程第14 議案第10号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予算＜委員会付託＞

日程第15 議案第11号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計予算＜委員会
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付託＞

日程第16 広域連合行政に対する一般質問

日程第17 議案第１号 南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部改正について

日程第18 議案第２号 南部箕蚊屋広域連合個人情報保護法施行条例の一部改正について

日程第19 議案第３号 南部箕蚊屋広域連合情報公開条例の一部改正について

日程第20 議案第４号 南部箕蚊屋広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正につ

いて

日程第21 議案第５号 南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律

に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議につ

いて

日程第22 議案第６号 南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情

報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定め

る協議について

日程第23 議案第７号 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置の廃止に関する

協議について

日程第24 議案第８号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第２号）

日程第25 議案第９号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第26 議案第10号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予算

日程第27 議案第11号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計予算

日程第28 閉会中の継続調査の申し出について＜議会運営委員会＞

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 施政方針の説明

日程第５ 議案第１号 南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部改正について＜委員会付託＞

日程第６ 議案第２号 南部箕蚊屋広域連合個人情報保護法施行条例の一部改正について＜委員

会付託＞
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日程第７ 議案第３号 南部箕蚊屋広域連合情報公開条例の一部改正について＜委員会付託＞

日程第８ 議案第４号 南部箕蚊屋広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正につ

いて＜委員会付託＞

日程第９ 議案第５号 南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律

に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議につ

いて＜委員会付託＞

日程第10 議案第６号 南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情

報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定め

る協議について＜委員会付託＞

日程第11 議案第７号 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置の廃止に関する

協議について＜委員会付託＞

日程第12 議案第８号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第２号）＜委員会付

託＞

日程第13 議案第９号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）＜委員会付託＞

日程第14 議案第10号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予算＜委員会付託＞

日程第15 議案第11号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計予算＜委員会

付託＞

日程第16 広域連合行政に対する一般質問

日程第17 議案第１号 南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部改正について

日程第18 議案第２号 南部箕蚊屋広域連合個人情報保護法施行条例の一部改正について

日程第19 議案第３号 南部箕蚊屋広域連合情報公開条例の一部改正について

日程第20 議案第４号 南部箕蚊屋広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正につ

いて

日程第21 議案第５号 南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律

に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議につ

いて

日程第22 議案第６号 南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情

報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定め

る協議について
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日程第23 議案第７号 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置の廃止に関する

協議について

日程第24 議案第８号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第２号）

日程第25 議案第９号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第26 議案第10号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予算

日程第27 議案第11号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計予算

日程第28 閉会中の継続調査の申し出について＜議会運営委員会＞

出席議員（９名）

１番 河 中 博 子 ３番 一 橋 信 介

４番 荊 尾 芳 之 ５番 山 路 有

６番 景 山 浩 ７番 乾 裕

８番 真 壁 容 子 ９番 細 田 元 教

10番 勝 部 俊 徳

欠席議員（１名）

２番 大 床 桂 介

欠 員（なし）

職務のため出席した者の職氏名

書記長 田 子 勝 利 書記 梅 林 佑 基

書記 爲 國 沙 耶

説明のため出席した者の職氏名

広域連合長 陶 山 清 孝 副広域連合長 森 安 保

副広域連合長 中 田 達 彦 事務局長 吾 郷 あきこ

事務局次長 安 達 広 典 主任 山 本 佳 奈

監査委員 仲 田 和 男
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午前１０時０２分開会

○議長（勝部 俊徳君） それでは、ただいまから本会議を開きます。

ただいまの出席委員は９名でございます。

大床桂介議員から所用により欠席の届出があっておりますので、御報告を申し上げます。

それでは、令和６年第１回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（勝部 俊徳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次のお二人を指名いたします。

５番、山路有議員、６番、景山浩議員、以上２名でございます。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

今期定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、会期は１日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（勝部 俊徳君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第４ 施政方針の説明

○議長（勝部 俊徳君） 日程第４、施政方針の説明。

連合長より、施政方針の説明を求めます。

陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） それでは、令和６年度施政方針を申し上げます。

これより令和６年第１回南部箕蚊屋広域連合議会定例会に提案いたします令和６年度一般会計

予算、介護保険事業特別会計予算並びに本年度の事業概要を説明し、介護保険事業の情勢と当面

する諸課題につきまして説明を申し述べ、本議会定例会を通じ、議員各位をはじめ、広域連合区
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域内の住民の皆様の御理解を賜りたいと思います。

介護保険制度は創設から２３年が経過し、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして定着、

発展してきております。その一方で、総人口の減少により、高齢化はさらに進展し、本広域連合

管内でも、いわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となる２０４０年、令和２２年には高齢化率は４

２％になることが見込まれており、介護需要は増加を続けると推測しております。さらに、独

り暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯、認知症の人や認知機能が低下した高齢者が増加すること

も見込まれており、介護予防や健康づくり、権利擁護や介護する家族等への相談支援体制の充実、

介護人材不足への対応など、様々な課題への対応が必要となってまいります。また、高齢者を取

り巻く状況は複雑化、複合化しており、高齢者を住み慣れた地域で包括的に支える地域包括ケア

システムの構築は、地域共生社会の実現に欠かすことのできない仕組みとして、ますます重要と

なってきております。

このような状況の中で、このたび令和６年度から令和８年度にわたる第９期介護保険事業計画

を策定いたしました。第９期計画では、基本目標を、高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心

して生活できる地域づくりとし、前計画に引き続き構成町村と協力し、地域包括ケアシステムの

構築に向けて取組を深化、推進してまいりたいと考えております。

さて、本広域連合における介護保険の運営状況ですが、令和５年１２月末時点での第１号被保

険者は１６７人で、前年同月と比較して５人の増、高齢化率は３ ９％となっております。ま

た、認定者数は６６１人で、前年同月と比較して３５人の増となっております。介護給付費は、

１９億９６９万円と対前年度比較では ３％の増となっており、新型コロナウイルス感染症の

５類移行を受け、サービス利用の回復傾向が見てとれます。

次に、予算の概要について説明をいたします。令和６年度一般会計の予算規模は５億５００万

円で、前年度に比べて５００万円、 ７％の減額を見込みました。また、介護保険事業特別会

計の予算規模は３１億円で、前年度に比べて６００万円、 １％の減額を見込んでおります。

介護給付費は、第９期計画における給付費見込額を計上しましたが、第８期計画における令和５

年度給付見込額より減少したことから、前年度に比べ減額となっております。

本定例会には、このほかにも令和５年度の一般会計補正予算、介護保険事業特別会計の補正予

算のほか、介護保険条例の一部改正等の議案を提案しておりますので、全議案とも御賛同賜り、

御承認をいただきますことをお願い申し上げ、御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

・ ・

日程第５ 議案第１号 から 日程第１５ 議案第１１号

－７－



○議長（勝部 俊徳君） それでは、日程第５、議案第１号、南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の

一部改正についてから日程第１５、議案第１１号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業

特別会計予算までを一括して説明を受けたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、日程第５、議案第１号から日程第１５、

議案第１１号までの１１議案を一括して説明を受けます。

連合長の提案理由の説明を求めます。

陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） それでは、議案の提案をいたします。

まず、議案第１号、南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部改正について。別紙のとおり、南

部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部を改正することについて、地方自治法第２９２条において

準用する同法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。詳細につき

ましては、事務局から後ほど説明いたします。

議案第２号でございます。議案第２号、南部箕蚊屋広域連合個人情報保護法施行条例の一部改

正について。別紙のとおり、南部箕蚊屋広域連合個人情報保護法施行条例の一部を改正すること

について、地方自治法第２９２条において準用する同法第９６条第１項の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。こちらも詳細につきましては、事務局から説明をさせます。

議案第３号でございます。議案第３号、南部箕蚊屋広域連合情報公開条例の一部改正について。

別紙のとおり、南部箕蚊屋広域連合情報公開条例の一部を改正することについて、地方自治法第

２９２条において準用する同法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。後ほど事務局のほうから説明を行います。

議案第４号でございます。議案第４号、南部箕蚊屋広域連合議会の個人情報の保護に関する条

例の一部改正について。別紙のとおり、南部箕蚊屋広域連合議会の個人情報の保護に関する条例

の一部を改正することについて、地方自治法第２９２条において準用する同法第９６条第１項の

規定により、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、後ほど事務局から説

明をさせます。

議案第５号でございます。議案第５号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における個人情報の

保護に関する法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について。

次のとおり、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における個人情報保護に関する法律に基づく合議

制の機関に係る事務の委託に関する規約を定めることに関し協議することについて、地方自治法
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第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。詳細につきましては、事務局から後ほど説明を行います。

議案第６号でございます。議案第６号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における情報公開条

例及び議会個人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議

について。次のとおり、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情

報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定めることに関し協議するこ

とについて、地方自治法第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３

項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。こちらも詳細につきましては、事務局

から後ほど説明を行います。

議案第７号でございます。議案第７号、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設

置の廃止に関する協議について。次のとおり、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共

同設置を廃止することに関し協議することについて、地方自治法第２５２条の７第３項において

準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

詳細につきましては、後ほど事務局から説明をさせます。

議案第８号でございます。議案第８号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第

２号）。令和５年度南部箕蚊屋広域連合の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ０９５

万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億３８２万円とする。２項、歳入歳

出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１

表、歳入歳出予算補正による。詳細につきましては、後ほど事務局のほうから説明を行います。

続きまして、議案第９号でございます。議案第９号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）。令和５年度南部箕蚊屋広域連合の介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ３７８万０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ３４億５８１万円とする。２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。詳細につきま

しては、事務局から後ほど説明を行います。

議案第１０号でございます。議案第１０号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予算。令

和６年度南部箕蚊屋広域連合の一般会計予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１

条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億５００万円と定める。２項、歳入歳出予算の
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款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。一時借入金。第２条、地

方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入れの最高額は６００万円と定める。詳細に

つきましては、事務局のほうから後ほど説明をさせます。

議案第１１号でございます。議案第１１号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別

会計予算。令和６年度南部箕蚊屋広域連合の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところに

よる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１億円と定める。２

項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。一時

借入金。第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入れの最高額は３億円と

定める。以上でございます。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、事務局側からの追加説明をお願いいたします。

吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。それでは、議案第１号から議案第１１号に

ついて説明をいたします。

まず、議案第１号、南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部改正についてでございます。本案

は、第９期介護保険事業計画の策定に伴い、令和６年度から令和８年度までの期間における保険

料率等について改定を行うものでございます。保険料率の基準額を年額６万５００円と定め、

各所得段階の保険料率の改定を行うとともに、介護保険法施行令の改正に伴って、これまでの１

０段階から１３段階へ多段階化を行うほか、所得段階を区分する基準所得金額の変更、第１段階

から第３段階までの減額賦課に係る保険料率の変更を行うものでございます。施行期日は令和６

年４月１日としております。

次に、議案第２号、南部箕蚊屋広域連合個人情報保護法施行条例の一部改正についてでござい

ます。本案は、条例第５条に定める審査会の事務を令和６年度から鳥取県に委託することに伴い、

審査会の名称を変更するものでございます。施行期日は令和６年４月１日としております。

続きまして、議案第３号、南部箕蚊屋広域連合情報公開条例の一部改正についてでございます。

本案は、条例第１８条に定める審査会の事務を令和６年度から鳥取県に委託することに伴い、審

査会の名称を変更するとともに、現行の制度に照らし、第１８条２項を削除、それに伴い項の繰

上げをするほか、字句の修正など、所要の改正を行うものです。施行期日は令和６年４月１日と

しております。

次に、議案第４号、南部箕蚊屋広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正につい

てでございます。本案は、条例第４４条に定める審査会の事務を令和６年度から鳥取県に委託す
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ることに伴い、審査会の名称を変更するものでございます。施行期日は令和６年４月１日として

おります。

続きまして、議案第５号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における個人情報の保護に関する

法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議についてでございます。

本案は、個人情報の保護に関する法律に定める審査会に関する事務を令和６年度から鳥取県に委

託するための規約を定める協議をすることについて、議会の議決を求めるものです。規約の内容

は、委託事務の範囲、管理及び執行の方法、経費の負担及び予算の執行、決算の場合の措置など

となっております。施行期日は令和６年４月１日としております。

次に、議案第６号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情報

保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議についてでございま

す。本案は、情報公開条例及び議会の個人情報の保護に関する条例に定める審査会に関する事務

を令和６年度から鳥取県に委託するための規約を定める協議をすることについて、議会の議決を

求めるものです。規約の内容は、事務委託の範囲、管理及び執行の方法、経費の負担及び予算の

執行、決算の場合の措置などとなっております。施行期日は令和６年４月１日としております。

議案第７号、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置の廃止に関する協議につ

いてでございます。本案は、令和６年度から審査会に関する事務を鳥取県に委託することに伴い、

現在、鳥取県西部町村会に共同設置している情報公開・個人情報保護審査会の共同設置を廃止す

る協議をすることについて、議会の議決を求めるものです。廃止の期日は令和６年３月３１日と

しております。

続きまして、議案第８号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第２号）でござ

います。補正予算の主なものを御説明いたします。

補正予算書の２ページをお開きください。歳入から御説明いたします。１款分担金及び負担金

でございます。３５６万０００円を減額し、４億５０２万０００円とするものです。主

に派遣職員給与等負担金及び特別会計繰出金等の減に伴う町村負担金の減額でございます。３款

県支出金、２項県補助金でございます。５０万０００円を増額し、１３９万０００円とする

ものです。これは主に権限委譲交付金の増額でございます。６款諸収入、２項収益事業収入でご

ざいます。１６７万０００円を増額し、１８４万円とするものです。これは収入見込みによ

る介護予防サービス計画作成収入の増額でございます。

続きまして、歳出でございます。２款総務費でございます。３８２万０００円を減額し、１

億１８６万０００円とするものです。これは主に事務局の派遣職員給与等負担金の減額による
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ものでございます。３款民生費でございます。７１２万０００円を減額し、４億９９４万

０００円とするものです。主に特別会計への繰出金及び地域包括支援センターの派遣職員給与等

負担金の減額によるものです。

以上、一般会計でございます。

続きまして、議案第９号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）でございます。補正内容の主なものを御説明いたします。

補正予算書の２ページをお開きください。歳入から御説明いたします。１款保険料でございま

す。２２３万０００円を増額し、６億９４８万０００円とするものです。これは保険料

収入見込みに伴う増額でございます。３款国庫支出金でございます。１６７万０００円を減額

し、７億６５７万０００円とするものです。主に調整交付金及び地域支援事業交付金の交付

見込みに伴う減額でございます。４款支払基金交付金でございます。１６３万０００円を増額

し、８億２５５万０００円とするものです。地域支援事業交付金の交付見込みに伴う増額で

ございます。５款県支出金、１項県負担金でございます。２９８万０００円を減額し、４億

６７９万０００円とするものです。介護給付費負担金の交付見込みに伴う減額でございます。

６款繰入金、１項一般会計繰入金でございます。２６２万０００円を減額し、４億４７５万

０００円とするものでございます。主に地域支援事業繰入金及び事務費繰入金の減額でござい

ます。

続きまして、３ページ、歳出でございます。１款総務費、３項介護認定審査会費でございます。

１５５万０００円を減額し、６２３万０００円とするものです。実績見込みに伴う審査会負

担金の減額でございます。２款保険給付費でございます。総額の増減は行っておりませんが、実

績見込みに伴い、項目間での予算調整を行っております。３款地域支援事業費、３項包括的支援

事業・任意事業費でございます。２２６万０００円を減額し、７９４万０００円とするも

のです。主に新型コロナウイルス感染症の影響による介護サービス相談員の派遣回数の減少や、

認知症総合支援事業費の減額でございます。５款基金積立金でございます。９７９万０００円

を減額し、９６２万０００円とするものです。実績見込みにより、介護給付費準備基金積立

金を減額するものでございます。

以上、特別会計でございます。

次に、議案第１０号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予算でございます。主な内容を

御説明いたします。

予算書の４ページをお開きください。歳入から御説明いたします。１款分担金及び負担金でご
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ざいます。本年度予算額４億８３３万０００円、前年度と比較して０２５万０００円の

減でございます。派遣職員給与等負担金、特別会計繰出金等の減に伴い、関係町村負担金を減額

しております。２款国庫支出金、本年度予算額９４２万０００円、前年度と比較して４１２万

０００円の減でございます。３款県支出金、本年度予算額５５３万０００円、前年度と比較

して２１２万０００円の減でございます。６款諸収入、本年度予算額１７０万０００円、

前年度と比較して１５１万０００円の増でございます。

続きまして、歳出でございます。１款議会費、本年度予算額１２２万０００円、前年度と比

較して５８万０００円の増でございます。主に行政視察研修の経費の増額によるものです。２

款総務費、本年度予算額１７０万０００円、前年度と比較して２３万０００円の増でござ

います。主に制度改正に伴うシステム改修委託料の増額によるものでございます。３款民生費、

本年度予算額４億１２６万０００円、前年度と比較して５５１万０００円の減でござい

ます。主に特別会計への繰出金の減によるものでございます。

以上、一般会計でございます。

続きまして、議案第１１号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計予算でござ

います。主な内容を御説明いたします。

予算書の５ページをお開きください。歳入から御説明いたします。１款保険料、本年度予算額

６億４７７万０００円、前年度と比較して２４８万０００円の減でございます。第９期介

護保険事業計画に基づいた収入を見込んでおります。３款国庫支出金、本年度予算額７億１０

２万０００円、前年度と比較して７２３万０００円の減でございます。４款支払基金交付

金、本年度予算額８億２５４万０００円、前年度と比較して８３６万０００円の減でご

ざいます。５款県支出金、本年度予算額４億５６９万０００円、前年度と比較して５１７

万０００円の減でございます。主に介護給付費の減によるものでございます。６款繰入金、本

年度予算額４億５８９万０００円、前年度と比較して２７４万０００円の減でございます。

主に介護給付費の繰入れの減によるものでございます。

続きまして、歳出でございます。２款保険給付費、本年度予算額２９億８６６万０００円、

前年度と比較して８２３万０００円の減でございます。第９期介護保険事業計画に基づいた

給付費を見込んでおります。３款地域支援事業費、本年度予算額６５４万０００円、前年度

と比較して２６８万０００円の増でございます。介護予防・生活支援サービス事業費、任意事

業費を増額しております。

以上、特別会計でございます。
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これで説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（勝部 俊徳君） 以上で、提案説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

なお、執行部より説明をいただきました議案につきましては、この後、総務民生常任委員会に

付託いたしますので、総括的な質疑のみを行い、個別質疑につきましては総務民生常任委員会で

行っていただきますようにお願い申し上げます。

それでは、議案第１号、南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部改正につきまして、御質疑の

ある方は挙手の上、御発言ください。

真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 今回の議案第１号の広域連合保険条例の一部を改正する条例とい

うのは、第９期の保険料の改定にあります。今回は、前回までが１０段階だったのを９段階から

１０段階の間に新設、３段階設けて１３段階にしているという点で、これは国も言っている、い

わゆる介護保険の中のいろいろ変えていきましょうという中の一つの高所得者による負担、高所

得者により負担してもらうという制度の導入だというふうに説明しています。そこでお聞きする

んですけれども、今回の保険料は、基準額としては若干下がっているんですけども、中には保険

料が増えてくるという方々が出てくるわけですね。計画の中でしたっけ、その影響は第１０段階

ですね、３２０万以上の方が１０段階、１１、１２、１３段階でそれぞれ数字が出されていて、

第１０段階７４人、第１１段階２３人、第１２段階２４人、第１３段階６１人、計広域連合内で

１８２人の数字が上がっているんですけども、この方々が今回保険料金が上がるということで、

この１８０人を除いた全ての６５歳以上の保険料負担の方々が下がるということなのかという質

問が一つですね。

それと、今回保険料が、給付費が下がることによって保険料全体も若干下がってきているわけ

ですよね。こういうふうにした結果が下がってきているということなんですけども、この下がっ

てくる理由というのはどういうことですか。人数が少なくなったから。それよりも、上げた高所

得者が負担するよりも保険料の低い人が多かったからなのか。その説明をちょっとしていただき

たいということと……。

○議長（勝部 俊徳君） 一回そこで２点だけにとどめさせて。

○議員（８番 真壁 容子君） でもね、３回しかただしてもらえないから。それ延ばしてくれる

んだったらいいですけど。どうしましょうか。

○議長（勝部 俊徳君） まとめて、ちょっと何か傍聴者が分かりにくいんで一回切っていきたい
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と思いますけど。

○議員（８番 真壁 容子君） そしたら、何回も質問させていただけますか。

○議長（勝部 俊徳君） それは、回数は制限はありますけど。

○議員（８番 真壁 容子君） えっ、もう一回。

○議長（勝部 俊徳君） 制限はあります。ありますけれども、一遍にすると傍聴者が分かりにく

いんで、一回切って、また次の件数まとめてやっていただけたらいいと思いますけど。（「その

ぐらい分かっちょんなる」と呼ぶ者あり）分かっちょんなるかいな。それじゃあ、追加でこのま

まで。

○議員（８番 真壁 容子君） ありがとうございます。御配慮ありがとうございますが、なるべ

く簡潔にしたいと思います。申し訳ございません。

その２つで、３つ目です。今回、介護保険料の改定について、連合長、高所得者に対して負担

増という点についてのこの高所得者の３２０万以上高所得者ですね、位置づけているんですけど、

これについて町長はどういうふうにお考えを持っていらっしゃいますか。（「町長じゃない、連

合長」と呼ぶ者あり）連合長はどういうふうにお考えを持っていますかということ。

それと４つ目には、今回、毎年の議会と違って３年に１回の保険料が変わってくる。それで、

幾らになるか心配していたところ、若干下がってきたっていうことを報告なさるんですけれども、

依然として保険料について、介護保険について、保険料が高いと。自分たちは１回も使えないま

まで一生を終えてしまうこともあるので何とか引下げをしてほしいという声があるわけですね。

この声に対して、広域連合は説明していかんといけんと思うんですよ。今までの介護保険の実績

はどうだって、今回どうしてこの金額になったのか、で、どのように使われているのかってこと

ですね。広域連合の中の介護保険のことを皆さんに説明していくための手段として、住民に説明

することや、広域連合を組んでいるもんですから、広域連合内の議会等にも議員等に私は説明す

る必要があると思うんですが、連合長はこの中身を説明していくために、広域連合としてどのよ

うなことをしようと考えていらっしゃいますか。今のところは、住民への説明会を４月以降に行

うということと、それと、構成町村の議員については、今度、あさっての２２日に説明会を行う

というんですけれども、これは広域連合議員が中心で、ほかの方々は傍聴で質問ができないとい

う状況でなさるということなんですね。これについて、連合長はこの中身を普及させていくため

に、うんと説明して声も聞いていかないといけないと思うんですが、どのような在り方がいいと

いうふうにお考えになりますか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。
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○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。介護保険料が、これまでの枠が９段階から１３段階

に、広域連合の中ではこれまで１１だったんですよね、１１が……（「１０段階」と呼ぶ者あ

り）１０段階が１３になると。１つ増やしていきましたんで、少し幅は違いますけれども。一定

の評価と、さらには値段が上がる方の３２０万の枠をどう考えるのかということになろうと思い

ます。一つには、高額所得者と呼ばれてます皆さんから頂いたお金を低所得者のところに配分を

するといったことが、やはり格差拡大をしているこの事情の中では、これは致し方ないことでは

ないかと一方で思います。もう一方では、やはり全ての面で医療費もこういう形態で上がってき

ております。社会保障全体を国民全体で守るという中で、やはり高所得者に負担が非常に偏って

くるというのはつらいところもあると思いますけれども、ぜひここは介護保険の重要性、そして

社会保障を次の世代にもきちんと引き継ぐために、今私たちがこの３年間で使うお金を精算する

わけですから、ぜひともこの辺りのところは御理解いただきたいと思ってます。

あと、もう１点は、広域連合と議会との関係だろうと思っています。議会構成してますここに

おられる代表の議員の皆様には、しっかり説明するのは当然でございます。また、構成町村の皆

さんにも勉強の機会を与えてほしいという御意見もいただいておりますので、そういう機会は必

要だろうと思ってますけれども、あまりにも、ではそこでいろいろな議論がかみ合いな部分、当

然あるわけでして、その部分についてまで踏み込んだことをしますと、この議会の代表性という

ものがおかしなことになってしまうと思います。あくまでも、この広域連合の中の議会の皆さん

にはそれ相応の責任が必ずついて回ると思いますので、この辺りのバランスというものも、ぜひ

とも議員の皆さんには御理解いただきたいと思ってます。

私からは以上です。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。保険料段階が９段階以下の方は全員下がる

のかという御質問だったというふうに認識しております。今回の改定におきまして、第９段階、

合計所得金額が４２０万円未満の方については、皆さん保険料は下がります。ただ、新しく設定

しました第１０段階の乗率が ９になっておりますので、１０段階よりも上の方については保険

料は増額ということになります。

それから、もう１点、予算について、保険料の収入が減額になっている理由についてお尋ねで

はないかというふうに思います。その理由としましては、準備基金のほうが２億円集まって今の

ところ積立てになる予定ですので、その２億円を全て保険料の減額のほうに投入をするというこ

とと、あと保険料の基準額自体が下がっておりますので、そのことによる保険料収入の減でござ
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います。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 先ほどの連合長のお述べになられました高所得者層をどう見るか

っての、これ私の一般質問でもあるので、詳しいところはそこに譲りたいというふうに思うので

すが、仕組みとしてちょっと分からないところですね。

今回、先ほど課長も、準備金を全て入れたので保険料若干安くなったっていうんですけども、

全体この３年、今年を見たら、給付費も下がってるわけですよ。今回の保険給付費を含めた約５

億０００万でしたっけ、下がっていますよね。全体的に下がっている中で、それでも準備金を

全部入れなければ前回よりも若干安くすることができなかったという現状だと思うんですけども、

連合長、この給付費が下がってくるということについて、どういうふうにお考えですか。確かに

人口も減っているんですね。けれども、この給付費を下げたというんですけども、そのことによ

って、例えば保険料の問題とか、サービスが受けにくい状況とか、そういうことも反映してるの

かっていうようなことも考えられると思うんですけども、その辺の関連の考え方をちょっとお聞

きしたいということが一つと、もう一つは、広域連合と各町村議会の在り方でおっしゃったんで

すけれども、連合長は、あまりに説明してかんかんがくがくの論議が各町村出たら、広域議会そ

のものの在り方が問われるっていうんですけども、もう広域議会というのは法律と条例決まって

て、どんなことがあろうとここでしか決められないものですから、どういうふうに、例えば町村

での議員の説明会の中でいろいろ意見が出たとしても揺らぐもんではないですよね。意見として

聞くという立場から考えたら、例えば今回するような各町村議会に十分説明していくというのも、

一町民とすれば当然考えることですから、そこで何ら懸念する必要ないと思うんですね。どうも

その辺の広域連合と町村議会との考え方が非常に固定観念に縛られてあると思うんですけども、

第一義的に広域連合のこの計画の説明は、私は執行部がやると思っているんですけども、連合長

は広域議会の議員にあって、広域議会の議員が各議会に説明する責任があるというふうに執行部

側としてお考えなんでしょうか。その意見を聞いておきたいと思います。

それで、３つ目ですけれども、今回、これは一般質問と関連するのでそれから入るまでのこと

を聞いておきたいんですけども、今回、計画の中で第１番に上げてるのが、高齢者が安心して住

み続けられる地域を目指すというんですけれども、一番に上がってくるのが地域包括ケアの深化

なんですよね。それが、総額３０億円を超える介護保険の運営する中でも、１番の柱として出て

くるわけですよ。ところが、先ほど全員協議会で、そしたらこの地域包括ケアに関連する金額幾

らかって聞いたら、幾らでしたっけ、０００万でしたっけ、なんですね。どう言おうが、介護
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保険は圧倒的に給付費とサービスがどうかっていうとこで決まってくるわけですよ。それを避け

て、広域連合が地域包括ケアを深化させるとして、町村にそれ強化を求めるっていうんですね。

それでお聞きしますが、連合長、幾ら言っても、地域包括ケアだといっても、先ほど地域包括ケ

アに該当する金額はどこかって聞いたら、地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業等の出さ

れたのが２０６万なんですよ。あと、若干は地域支援事業のお金も入ってくるし、その他もろ

もろ町村との行事があるというんですけども、３０億の介護保険を運営する中で一番に目指すの

がこの２００万の地域包括ケアだというんですよ。それについて、介護保険の地域包括ケアの

深化ということを介護保険の柱とするにふさわしいのかという質問が一つとですね、目標に、町

村に働きかけるって書いてあるわけですよね。構成町村が主体性を持って地域の実情に応じた地

域包括ケアシステムの深化、推進に取り組むという、構成町村が主体性を持って当たらせるとい

う指導性と責任ってのは広域連合にあるんですか。どうしようとしてるんですかってことをお聞

かせください。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。私からは、私の考え、概要についてだけ申し上げま

す。

まず、議会等の関係だと思います。予算だとか、ここで決められることについての説明責任と

いうのは、一定議員の皆さんに私はあると思っています。一方で、今回のような第９期計画のよ

うな３年間の長期的なビジョンについては、これは共有化する必要もありますし、広く町民の皆

様にできるだけいろんな機会で知っていただきたいし理解もいただきたい、このように思ってま

す。この辺りの考え方の分けは必要ではないかと思っています。

もう一つ、もう１点あったのは、包括ケアシステムの深化についての御質問を頂戴いたしまし

た。各町村の中では、重層的な支援システムであったり、新たな展開に入ってきてます。介護保

険制度も２０００年の創設でございますので、既に４分の１世紀近くを迎えようとしていますし、

サービスも３倍に大きく発展、膨らんできています。こういう中で、この介護保険というシステ

ムを次の社会にきちんと残していくために深化をする必要があると。その深化というのは深めて

いくっていうことで、広域連合だけで、また第９期計画だけで全て賄うものではないと思ってい

ます。構成町村や、そしてまた構成町村を取り巻くサービス事業者や福祉施設、また、ボランテ

ィアだとかいろいろなその地域の暮らし、人々が地域で安心して暮らし続けるための団体やサー

ビスっていうもの、多様にあると思っています。その多様なサービスの担い手の皆さんと情報を

共有しながらやっていくことを、深化というふうに位置づけております。この辺りのところを十
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分御理解いただきまして、介護保険のこの予算の中だけで深化をさせるということは、どだいこ

れは無理なことでございまして、高齢者ができる限り住み慣れた地域で自分らしく生きることを

どう求めていくかというのは、やはり幅広く皆さんと捉えて、構成町村とも十分な情報交換をし

ながらお互いに深めていくことが必要だろうと思っています。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 順番から、地域包括ケアのほうから先させてください。

連合長がおっしゃったのは、介護保険の中だけで地域包括ケアを話をしていくの無理だという

んですけど、その無理、私らも無理やと思ってるんですけども、それでもこの３０億の介護保険

運営するの、基本目標で第１に地域包括ケアシステムの深化って書いてあるから聞いてるんです

よ。どだいおっしゃるように、広域連合だけでできないことを掲げて、それを介護保険の第一の

大きな目標だってすること自体ずれがあるというふうに思いませんか。

それで聞いているのは、書いてる以上、構成町村が主体性を持ってっていうんだから、町村が

主体性を持ってもらうために、この介護保険の広域連合としてはどういう責任と指導性を発揮す

るのか、どういう姿勢で臨むことが求められているのかっていうところを出していかないと、全

部町村に投げ出しじゃないですか。私は、町村でしかできないと思ってるんですけどね。掲げる

以上は、それを出してこないといけないのだと思いませんか。

それと、そもそも聞いているのは、３０億の中で第１番に掲げる費用が０００万しかないん

ですよって言ってるんですよ。その位置づけで、介護保険を第一にっていってみたら、介護保険

料払ってる多くの方々が介護保険の中で安心してサービスを受けられるための工夫をしていくと

か、サービスから逃れることのないような介護保険つくっていくとか、それを第一にするんだっ

たら分かるんですよ。そういうふうに変えていかないといけないのではないですか。ということ

で、構成町村が主体性を持つということは、広域連合はどのようなことを発揮するのかというこ

とを聞かせてください。

それと２つ目の、今回のように、連合長がおっしゃる、予算、決算についてどのような議会で

あったかということは議員の責任だということはもちろん重々承知しています。議決に参加した

者として。あくまでも議員の説明は、議決にどういう態度を取ったかということを説明していく

ということが議員の仕事なんですよね、おっしゃるように。今回のように、３年に１回の長期的

な計画があった場合には十分な説明が必要だという場合には、連合長、あさってする議員の説明

会には、広域連合のほうでは、ほかに来る議員の方々ですね、広域連合以外の議員については傍

聴者との扱いで、広域連合議員のみが質問できるという説明会になってしまっている状況を、こ
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れは正しい状況ではないというふうに思いませんか。そこで幾ら意見出ようと、広域議会の結論

がぶらつくような、そんな議会を私たちはしていません。私と違う、異なった結論が出るにして

も、どうであったかっていうこと揺らがないわけでしょう。だとすれば、そこで幅広く説明して

意見を聞いていくというのが本来の広域連合の在り方ではないんですか。その点についてどのよ

うにお考えですか。（「休憩してよろしいですか」と呼ぶ者あり）

○議長（勝部 俊徳君） 暫時休憩いたします。

午前１０時５４分休憩

午前１０時５６分再開

○議長（勝部 俊徳君） それでは、本会議を再開いたします。

陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長でございます。失礼いたしました。あした、あさっての会

というのがよく理解できてませんでしたので、今、事務局のほうと聞きました。これまで前例の

中で、議員の皆様に対する説明会をするということで、ここにおられる連合の皆さんに説明をす

るということでする会であって、全員の議員の皆さんにする説明会ではないというこれまでの考

えと同じだということを確認しております。

全員の皆さんにっていうのは、それ以外にもまた町民の皆さん全員にまたお話し、説明をする

機会もありますので、ぜひそういう機会を通じて一般の住民と一緒になって質問をされるという

機会があるわけですから、それでいいのではないかと思います。ただ、どのような会合があって

どのような議論があるのかっていうところの傍聴っていうんですか、その中に、説明の中に入っ

てはできませんけれども、意見を聞いていただく、ここの中であった議論を聞いていただくとい

う機会はあるということでございますので、この辺りのところは御理解いただきたいと思ってい

ます。

それから、深化のことについてですけれども、今回つくりました第９期計画の分の中で、１点

目には確かに地域包括ケアシステムの深化、２点目には介護予防と健康づくりの推進、３点目に

認知症施策の推進、そして４点目に個人の尊厳の保持と、この大きな４点柱を上げています。全

てこの中のものをこの広域連合の中で完結するものは、ありません。これまでも申し上げてきま

したように、大きなパイの中で合理的に介護保険事業を運営していく。そして、その成果という

ものを今回、介護保険料を抑えるといったことにも私どもは成功したと思っています。しかし、

一人一人の暮らしに寄り添った、高齢者が地域の中で住み続けるといったことが私たちの地域包
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括ケアシステムの目標でございますので、これは先ほど申し上げましたように、地域の住民の皆

さんはもちろん、各行政も一緒になって、そして社会福祉協議会やそれぞれ地域の中でお力をい

ただいております多くの組織や個人の皆さんと力を合わせてやっていく重要な課題だろうと思っ

てますので、ここで深化というのを、広域連合だけではできないということを先ほど申しました。

この辺りのところは議論のかみ合わないとこあるかもしれませんけども、ぜひ広域連合の限界点

も必ずあると思っています。そういうところをお互いに補完し合いながら、さらによい制度にし

ていきたいと、こう思っているところでございます。（発言する者あり）

○議長（勝部 俊徳君） はい、３回目。

ほかに御質問ある方はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） それでは、議案第１号につきましては、質疑は以上で終結いたします。

次に、議案第２号、南部箕蚊屋広域連合個人情報保護法施行条例の一部改正について、これに

つきまして、御質疑のある方は挙手の上、御発言ください。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 質疑なしと認め、質疑は終結いたします。

続きまして、議案第３号、南部箕蚊屋広域連合情報公開条例の一部改正についてを議題といた

します。これに関しまして、質疑のある方は挙手の上、御発言ください。

８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 議案第３号の情報公開条例の一部改正について、質問いたします。

申し訳ありませんが、議案第３号のこれを見て質問いたします。本来であれば、自分とこの所属

する町議会でも同じものが出てくるので、そこですることのほうが本筋だと思うんですが、ここ

で来て決を求められているものですから、説明を求めます。それで、今出なかった場合は、委員

会でするときにその旨を説明してくれたら、今できたらありがたいですけど、できなかったらそ

のときにしてください。

というのは、ここに、先ほど全員協議会では中身が変わることありませんよっておっしゃった

んですけれども、気になったのは公開条例の一部を改正する条例のここなんですよ。改正後と改

正前があって、特に審査会の諮問の第１８条しか載っけていませんが、そこの で省略する部分

がありますよね、削る部分が。「前項の規定による諮問は」っていうところで、ここに「弁明書

の写しを添えてしなければならない」って書いてあるんですけども、それを削除しますよって、

こういうふうに書いてあるわけですね。「反対意見書が提出されているときを除く」と書いてあ
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るんですけども、原則公開決定にするときに、反対意見書が提出されてるときを除くで、改正前

は、弁明書の写しを添えてしなきゃならないと書いてあるんですけども、ここで違ってくる内容

っていうのは、これがなくなることによって何が違ってくるんですか。私の解釈では、全てもう

出さないよと。ただし、反対意見書が提出されてるときは、反対意見書の出していいかどうか聞

くのですよということかなと思って、この弁明書というのは公開する対象になるのかないのかっ

ていうところの違いとかを聞きたいんですけれども、説明していただけるでしょうか。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。今回、弁明書を添付しなければならないと

いうところを削除するんですけれども、県のほうから技術的な助言というのがございまして、現

在は弁明書以外にも添付しなければならない書類が複数あると。その状況で、弁明書について殊

さらここに触れることによって誤解を招くおそれがあるので、この弁明書という文言は削除した

ほうが住民さんに無用な誤解を与えないのではないかと、正しい書類を提出していただくために

削除したほうがよいという技術的な助言がございましたので、そのようにしております。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 時間取って申し訳ないんですけれども、委員会で結構ですから、

実は私、今回当事者になったとき思ったのは、弁明書それから反対意見書等は原則公開されるべ

きだろうなというふうに思っているわけなんですよ。省略ということが、弁明書っていうのは措

置を決定したほうが書くんだから、そこはばあっと資料を出すということも見てみたら不公平感

はあるのかもしれませんが、全て明らかにするというところから後退するのではないかという疑

念に対して、県からの助言でやりませんではちょっと納得いきにくいもんですから、どのような、

今回、今やっていることがどのように変わってくるのかというところを説明いただけたらありが

たいと思いますので、委員会で結構ですからしていただけますでしょうかということです。どう

でしょうか。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 善処します。

○議長（勝部 俊徳君） ほかに質疑は。

９番、細田議員。

○議員（９番 細田 元教君） ごめん、この案件は、２号から７号までですけど、これは大本は

各町村が議会でこれやらにゃいけんもんだと思いまして、それに付随したもんだと思いますが、

これは、県の町村会の要望でこうなって、うちでも南部広域連合もこれに準じてやったと。単町
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でも法制的な問題もあるんですけども、県の法制局等が全部これ絡めてやった内容じゃないかな

というのを私は理解いたしましたけど、２号からこれ７号までですけども、そのように解釈して

いいかどうかだけ確認させてもらえませんか。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長です。令和４年の県の町村会の要望でこういった審査会の

事務について鳥取県に委託できないかという提案をされて、令和５年中に県のほうで事務の精査

をされた上で、令和６年からは受任できそうだという見込みが立ったので、この今回のお話にな

っています。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） よろしいですか。

ほかに御質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（勝部 俊徳君） それでは、以上をもって質疑なしと認め、質疑は終結いたします。

それは次に、議案第４号、南部箕蚊屋広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正

について、これに関しまして、御質疑のある方は挙手の上、御発言ください。

〔質疑なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上で質疑なしと認め、議案第４号につきましては質疑を終結いたしま

す。

次に、議案第５号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律に

基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について、これに関し、御質疑

の方は挙手の上、御発言ください。

〔質疑なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 質疑なしと認め、議案第５号につきまして質疑は終結いたします。

次に、議案第６号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情報

保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について、この議案

第６号につきまして、御質疑のある方は挙手の上、御発言ください。

〔質疑なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 質疑なしと認め、議案第６号につきましては質疑を終結いたします。

議案第７号、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置の廃止に関する協議につ

きまして、御質疑のある方は挙手の上、御発言ください。

〔質疑なし〕
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○議長（勝部 俊徳君） 議案第７号につきまして、質疑はなしと認め、質疑は終結いたします。

次に、議案第８号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第２号）につきまして、

御質疑のある方は挙手の上、御発言ください。

〔質疑なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 質疑なしと認め、質疑は終結いたします。

次に、議案第９号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

につきまして、御質疑のある方は挙手の上、御発言ください。

９番、細田議員。

○議員（９番 細田 元教君） 一つだけちょっと。補正予算特別会計ですけども、ちょっと解せ

んじゃないけど何でかなと思ったのが、歳出で、施設介護サービスが１００万も減額になって

るんですね。この大きな原因は、簡単でいいですので、それだけ教えてもらえますか。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。施設費の主な減の理由ですけれども、そも

そも実績自体が減っているというところなんですが、老健施設の減少というところと、あと、施

設入所せずに待機をしておられる方が増えているのかなというふうに思っています。サービスつ

きの高齢者住宅であったり、養護施設のようなところに入っておられる方が増えているのかなと

いう、最近住所地特例の方が増えていますので、そういったことかなというふうに思っています。

○議長（勝部 俊徳君） ほかに御質疑のある方は御発言ください。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） それでは、議案第９号につきまして、質疑なしと認め、質疑は終結いた

します。

次に、議案第１０号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予算につきまして、御質疑のあ

る方は挙手の上、御発言ください。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） それでは、議案第１０号につきまして、質疑なしと認め、本案につきま

しては質疑を終結いたします。

次に、議案第１１号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計予算につきまして、

御質疑のある方は挙手の上、御発言ください。

８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 新しい令和６年度の介護保険事業特別会計予算についてです。今
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回、歳入歳出は３１億円で、前年度に比べて６００万円、 １％の減という予算が示されまし

た。中身のこの６００万の減の原因は、保険給付費が前年度に比べて８２３万０００円、

２％の減ということです。詳しい中身についてはどんなふうに予算してるかということを委員

会でお聞きしますので、連合長、被保険者の状況で見た場合、前年度に比べて令和５年１２月の

段階では総人口は減って１７８ですね、前年同月比で、ものの、６５歳から７５歳未満の方は減

っているんですけども、この数字ちょっとあれだね、７５歳以上っていうのは増えてきているん

ですよね。７５歳以上っていうのは、年行けば行くほど介護必要になってくるというふうに思う

んですけれども、この８２３万の減というのは、これまでの結果を見ながら、伸びを見ながら、

３年間を見越して令和６年度の予算立ててきたと思うんですけども、この減っているという現状

について、連合長、どんなふうにお考えですか。私は、周りの意見とか皆さんの意見聞きながら、

なかなかコロナの影響もあったんですけれども、介護保険そのものが使うということについて、

やはり要支援１、２が外されたりして、介護サービスなかなかつながっていかない。本当受けた

い人が受けてるんだろうかっていうのは、これは議員としてちゃんと見ていかないといけません

よね、運営する側として。この数字というのは、どのようにといいますか、みんなが元気になっ

てきている、百歳体操でとか、それとか様々な事業を起こしてて、かかる人が率的に少なくなっ

たとはいえ、認定率は変わりませんよね。どう見てますか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長でございます。経過的に、今この９期の時期が少し恵まれ

ているという具合に私は感じています。第１０期になれば、また全く様相が変わってくるだろう

と思ってます。先ほど言われましたように、団塊の世代がちょうど７５歳から７６、７、８あた

りですか、この辺りで介護需要というのが一番大きなそのところはまだ必要ないところにってい

うことが大きいのではないかと思ってます。

もう１点は、総合事業等の成果もあって、各構成町村の地域の努力もあって、お元気な高齢者

が増えていると。しかし、必ずその高齢者も介護という問題は避けて通れませんので、今後の長

いスパンで考えれば、第１０期だとか、そういったあたりのところからはまた必要額というのは

ぐんと上がるんではないかなと、そう思ってるところです。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） これね、費用が少なくなって、これで上げとったら、住民からの

声もすごいと思うので、そういう意味では若干下げたというところで整合性をつけてきた内容な

んかなと、賛成するわけじゃありませんよ、思うんですけれども、それにしても連合長、やはり
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介護保険やって必要な人を全部介護を受けようということを運営してるんだから、この０００

万を減ってきた様々な要因があると思いますが、そこでやっぱり検討すべきは、本当に受けたい

方々がサービスを受けられているのかアンケート取りましたよね。認定されてる方、約２割使っ

ていないわけですよ。金銭的なこともあるんじゃないかっていうことは、これはやはりこういう

数字も出てきており、調査してそれなりの分析しとかないといけないと思うんで、その辺の分析

は調査されて分析をしていますか。（「休憩お願いします」と呼ぶ者あり）

○議長（勝部 俊徳君） 暫時休憩いたします。

午前１１時１４分休憩

午前１１時１６分再開

○議長（勝部 俊徳君） それでは、本会議を再開いたします。

吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。令和５年度の予算に比べて令和６年度の予

算が６００万円下がっているということにつきましては、計画値が、８期計画を立てたときに

見込んだ令和５年度の伸びに対して、直近の情報を基に見込んだ令和６年度の実績の数値が少し

下がっているという状況でございます。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 私は納得いく回答ではないんですけど、広域連合というのは往々

にして保険業務をやっているから、担当者はそうしか答えれんと思うんですよ。ところが、何回

も言うように、広域連合はもっと違うのを目指してるんですよね、連合長。地域包括ケアって言

ってるから、給付減は、サービスを受けたい方々の年代がどのような状況にあってこういう数字

になったのかということをつかんでいかなければ、本当に広域連合が目指す安心して住みやすい

ような介護保険の内容ならないじゃないですか、数字だけ追っかけて。理想はあるかもしれませ

んが、書いてある目的とやってることが違うという認識を持っておかないと、住民から広域連合

の介護保険に対する批判の声っていうのは終わらないということを自覚すべきだというふうに、

で、再質問なんですね。

連合長、そういう中でやっぱり数字が出てきたら、これは背景にどのような住民の暮らしがあ

るのかって見ていかんといけんと思うんですよ。それで、もう一つ、この来年度予算に向けてね、

入ってくる保険料は確かに集めないといけない。ところが、滞納状況も出てきています、資料１

の中で。これは、町村ごとの滞納の比率が非常に違ってきている。私は自分とこの南部町の議員
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で、見てて思いますのは、南部町と伯耆町が同じような人口なのに、どうしてこれぐらい滞納が

倍ぐらい違うのかっていう点について見れば、滞納があるからいけないのではなくって、そうい

うことが起こっている町には、一体町の住民の暮らしがどのようなのかっていうことを見ていか

ないといけないのではないですか。そういうことを広域連合の中で検討してるのかっていうこと

を知りたいんですよ。それはどうなんですか。数字だけのことしか聞けないんだったら、もう介

護保険の地域包括ケアの従前書くのやめたらいいんですよ。私たちが聞くのは、そこを聞いてる

んですよ。保険料払ってる方々が払えないのが、伯耆町と南部町で倍近く違っている。これを連

合長、どういうふうに認識していますか。それらのこと。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長でございます。広域連合からすればそうでしょうけれども、

この広域連合自体は僅か２町１村の構成している広域連合でございます。しかし、構成町村の中

の実態というのは、それぞれいろいろあるだろうと思っています。この辺りのところは、やはり

先ほど真壁議員が言われたように、各構成町村の中でしっかりと吟味しながらやっていく必要が

ある事務だろうと思っています。広域連合の中で滞納部分の徴収の問題については議論しなくち

ゃいけませんけども、そこの背景にある諸々の課題については、やはり各町村の中でしっかりと

取り組んでいく必要があろうと、このように思っています。

○議長（勝部 俊徳君） 以上で３回は終わってますので、以上で終わりたいと思います。

ほかにどなたか御質疑ある方。

９番、細田議員。

○議員（９番 細田 元教君） 僕も１点だけ。真壁議員とやっぱりちょっとそこが一番引っかか

ったとこでして、今まで特別会計で一番低かったのは、施設介護サービス給付費が５年と比べて

ですけど１億８００万減だった。全体で減ってる。何でだあかなと思ってね。確かに老健は、

２か所なくなりましたね。介護医療院がその分増えましたね、ちょっと。それで、広域全体を見

ても、これからは団塊世代、私やちがこの第９期の中では８０歳近くまでなると。要は、高齢化

率は上がるんだけど、何か不思議に高齢者人口がだんだんと減る時期に差しかかった中の第９期

の事業計画の第１期目の特別会計だとは思うんですけども、あまりにもこれ施設サービス費が低

過ぎるな、何で減額になったかなと思ったら、局長の説明では、中間施設がなくなった分、サ高

住とか、要は介護保険に関係ないところに入っておられるようだということをお聞きしましたが、

本当にそれだけなのかなという疑問なんですけど、その辺もう一回ちょっと説明していただけま

せんでしょうか。
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○議長（勝部 俊徳君） 暫時休憩をいたします。

午前１１時２２分休憩

午前１１時２２分再開

○議長（勝部 俊徳君） 本会議を再開いたします。

吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。細田議員がおっしゃったように、中間施設

というか、老人保健施設の利用自体は非常に下がっております。グループホームであったり、そ

れからサービスつきの高齢者住宅であったり、何がしかのお世話がついたようなところに介護保

険を使わずに入所しておられるという方が増えているという認識を持っておりまして、それゆえ

に在宅の居宅のサービスのほうを増額をして、新しい計画を立てているというところでございま

す。直近の入所の状況などから見まして、入所の人数自体をすごく減らしているということもご

ざいませんので、こういった結果になっております。

○議長（勝部 俊徳君） ９番、細田議員。

○議員（９番 細田 元教君） 今、大変いい話を聞きまして、その分居宅を増やしている中で、

国の制度で今回の介護報酬の中で居宅の訪問介護が減額になっちゃったね。これなぜこげなった

かちょっと分からんこともあるんですけども、ガソリン代とかのやつが上がってる中でこういう

ことされたら困るなと思ったんですけど、それを見込んで居宅やち、サービスの予算をつけて、

これを守るというような姿勢で、この箕蚊屋広域連合はこの特別会計についてはそのような手当

てをしてるというように解釈してよろしいですか。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。訪問介護のほうが少し単価が下がったとい

うことですけれども、中山間地における事業所については、また新たな加算、３％の加算という

のも設けられましたし、一定程度は中山間地の御意見も取り入れていただいたのかなというふう

に感じています。そういった意味もありますし、サ高住などで定期的な訪問を受けるようなサー

ビスを使っておられる方が増えていますので、そういった方に手厚いことができればなというふ

うに思っています。

○議長（勝部 俊徳君） 細田議員。

○議員（９番 細田 元教君） 今、中山間の話しされましたね。これが適用になったのかな。申

請はしておられるっては聞いたんだけど、その加算ね。鳥取県で加算があるのは若桜、智頭とか

－２８－



あんなとこなんだけど、南部町なかったような気するんだけど、これが申請はしてるって聞きま

したが、通ったって話はまだ聞いてません。

それともう一つは、真壁議員の一般質問の中にありましたけど、これと絡むかもしれませんけ

ども、要は在宅介護、訪問看護や介護やちしとる事業者やちが大変だということで、県がこれに

対して予算を認め、今回の上程してるんですね。これと広域連合とが関係するのか、市町村が関

係するのか、これのとこだけ教えていただけますか。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。先ほど細田議員がおっしゃった加算につい

ては、中山間地にあるということではなく、特別地域加算という１５％の加算のことであろうと

思います。それについては南部町さんが申請されるというふうに聞いておりますが、結果はまだ

聞いていません。

私が先ほど申し上げた特定事業所加算の３％というのが新たにできておりまして、通常の実施

地域内であって、中山間地域等に居住する者に対して継続的にサービスを提供している事業所に

ついて、３％の新たな加算ができています。

県の補助金につきましては、訪問介護事業所に対して補助をしている自治体に対して県が補助

するという制度ですので、広域連合のほうはちょっとタッチをしない形になります。

○議長（勝部 俊徳君） ほかに御質疑のある方はありませんか。

〔質疑なし〕

それでは、議案第１１号につきましては、以上をもちまして質疑なしと認め、質疑は終結いた

します。

お諮りいたします。議案第１号から議案第１１号につきまして、会議規則第３９条第１項の規

定により、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、総務民生常任委員会に付託いた

したいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、以上の議案につきましては、総務民生

常任委員会に付託いたします。

それでは、暫時休憩をいたします。

午前１１時２８分休憩

午後 ２時２５分再開
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○議長（勝部 俊徳君） それでは、会議を再開いたします。

・ ・

日程第１６ 広域連合行政に対する一般質問

○議長（勝部 俊徳君） 日程第１６、広域連合行政に対する一般質問を行います。

通告をいただきました議員の一般質問を許します。

なお、議員の質問時間と執行部の答弁を合わせた時間が１時間である総合時間制となっており

ますので、御了承をいただきたいと思います。

それでは、通告に従いまして、８番、真壁容子議員の質問を許します。

真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） ただいまより一般質問いたします。

２０２４年は、介護保険第９期の計画が始まる年です。この第９期の計画策定に向けて、厚生

労働省の審議会では、これまでにない改悪案を示し、関係者や現場からは介護保険の終わりの始

まりだという声も出ていると報道されてきました。介護保険は、かつては専ら家族、特に女性に

よって担われてきた高齢者の介護をこれからは社会で支えるという目標に２０００年に導入され

ました。当時の世論調査では、８割の人が制度創設に賛成するなど、国民の期待も多く寄せられ

ていましたが、同時に、この制度をめぐっては、スタート当初から、保険あって介護なしなので

はないかという懸念の声も出ていました。４０歳以上の国民から保険料を徴収する一方、介護を

必要とする人が要介護認定や利用料負担など、サービス利用の前に立ちはだかる壁をクリアして

必要な介護を受けられるのかが不安視されてきたのです。それから２４年、国の社会保障予算は、

毎年度、数値を決めて削減してきました。そのために、医療、年金、介護、福祉などの制度改悪

を繰り返すという路線が続けられてきました。介護保険では、この２０年余りの間で、要介護認

定で要支援１、２の訪問通所介護の保険外しや、所得が一定額を超える人に対する利用料の２割

から３割への引上げ、介護施設の食事、部屋代の負担増など、給付削減と負担増の火薬の連打で

した。また、介護サービスの公定価格である介護報酬の総額削減を繰り返し、強行してきました。

その結果、介護事業所や施設の経営は逼迫し、ヘルパーや施設職員の低賃金、長時間過密労働は

深刻化し、現場では職員の退職が相次ぎ、介護職を志願する人も減ってきているのです。介護人

材の不足は、今や制度の根幹を脅かす大問題となってきています。この２４年間に６５歳以上の

高齢者が負担する介護保険料の平均額は、全国的には２倍に跳ね上がったと言われており、この

連合でも、当初月１７６円であったのが、第９期では６３０円と、２倍近くにまで上がって

きているのです。にもかかわらず、サービス利用を阻む壁はますます高くなり、介護をめぐる家
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族の金銭的、肉体的負担軽減の問題は、解決されてきていません。そういう下で、介護難民、介

護離職、果てはヤングケアラーなどの社会問題も次々と起こってきている。これが、現在の介護

保険をめぐる状況ではないでしょうか。

このような中でも、介護保険の在り方をめぐって、この制度の生みの親とも言える元厚労省幹

部の堤修三元厚労省老健局長が、２０１５年に、このままでは介護保険が国家的詐欺になってし

まうと発言し、関係者に衝撃を与えてきました。また、介護保険が始まっての２０年前後、２０

２０年頃ですが、上野千鶴子東大名誉教授や樋口恵子高齢社会をよくする女性の会理事長、この

方は介護保険導入時には旧西伯町にも来られた方です、など、かつて介護保険の導入を推進して

きた有識者の方々が、制度導入後２０年を振り返り、社会保障費の削減や、それによる制度の改

悪や変質を告発する著作を相次いで刊行してきました。その中で、公的給付の拡充や利用料負担

の減免、介護従事者の処遇改善、それらのための国費投入増など制度改革を求める主張と運動を

展開するようになってきています。また、政府の審議会で委員を務めてきた結城康博淑徳大学教

授などからは、介護保険で対応できない虐待被害や貧困、孤立などの状態にある人を救うために

保険制度後も続けられている自治体の措置制度による高齢者福祉、住宅福祉の再建、強化を図る

ことも指摘されているのが現状です。

これらの点から、介護保険をめぐる状況をどう認識しているのか。当連合の第９期の計画で、

第一に地域包括ケアの深化をうたう内容が、本当にここに住む高齢者が安心して自尊心を持って

豊かに地域で過ごせるような計画になっているのかを問うていきたいと思います。大きく言って

４点質問いたします。

まず、厚労省が示している介護保険見直しの論点をどう考えるか問います。

これまでに、大きく言って７つの点で厚労省は審議会で審議をしてきています。１つ目には、

利用料の対象拡大をすること、要介護１、２の訪問介護等の給付外を考えていること。ケアプラ

ンの有料化、老健施設等の多床室の有料化、保険料の納付年齢の引下げと利用年齢の引上げ、補

足給付の資産要件に不動産を追加、高所得者の保険料引上げ、この中では今回高所得者の保険料

引上げを実際に動いていますが、これらについての厚労省の示している考え方について、連合長

はどのようにお考えなのかを問います。そして、介護保険制度の問題点を連合長は今の時点でど

のように考えているのかを問いたいと思います。

２点目、訪問介護報酬引下げ方針についてです。

厚労省は、訪問介護の報酬も全体としては引き上げたというふうに説明していますが、実際に

訪問介護報酬の引下げが行われてきています。この引下げの方針についての連合長の所見を求め

－３１－



たいと思います。そして、連合内の訪問介護事業者数の動向、訪問介護利用者の実人数、利用時

間区分ごとの利用者数、事業者の利用者数、事業規模、職員数の数を求めます。２番目の３点目、

ホームヘルパーの抜本的な待遇改善を求めます。

３点目です。地域包括ケアシステムを問います。

第１点目、給付費削減を前提にした地域のボランティア、自治会、社協などの支援に置き換え

る制度になっているのではないでしょうか。どのようにお考えでしょうか。地域包括支援センタ

ーを老人福祉法に位置づけ直し、国、自治体が責任を持って人員体制を構築すべきときに来てい

るのではないでしょうか。それを問います。３点目訪問介護看護サービスへの充実と、その支援

策を求めます。４点目、高齢者の住まいの人権を保障するため、ケアハウスや地域優良賃貸住宅

制度の利用、拡充などを求め、これらを町村と共に協議する必要があるんではないかということ

を問います。

第４点目、保険料、利用料の減免を求めます。

高所得者の今回の保険料負担増について、連合長はこの件についてどのようにお考えでしょう

か。私は毎回質問してるんですが、今回も保険料、利用料の減免を求めたいと思います。

以上について答弁をお伺いし、再質問したいと思います。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） それでは、真壁委員の御質問にお答えしてまいります。

令和６年度から令和８年度を期間とする第９期介護保険事業計画策定に当たって、令和４年３

月から厚生労働省社会保障審議会介護保険部会での審議が始まり、直近の令和６年１月開催分ま

で、計２０回にわたり、地域包括ケアシステムのさらなる深化、進捗をはじめとする第９期の基

本指針、給付と負担の在り方などについて審議がされてきました。その中で、議員がおっしゃる

見直しの論点についても議論をされています。

具体的には、令和４年１２月２０日付の介護保険制度の見直しに関する意見としても取りまと

められており、要介護１、２の訪問介護等の給付外、ケアプランの有料化の２点については、第

１０期の開始までに結論を得る。老健施設等の多床室の有料化については、令和７年８月からの

実施とされています。保険料の納付年齢の引下げと利用年齢の引上げについては、介護保険を取

り巻く状況の変化も踏まえつつ、検討を続けていくこととされておりますし、補足給付の資産要

件については、公平性を確保する観点から、マイナンバー制度を取り巻く状況なども踏まえつつ、

引き続き検討を続けるとされております。また、高所得者の保険料引上げについては、令和２年

４月１日時点の全国５７１保険者の保険料、段階数、乗率の分布などを参考に審議され、１３
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段階に変更し、基準額に対する乗率は、１段階を ４５５、１３段階を ４とするよう、介護保

険法施行令の改正が行われたところでございます。

いずれの論点につきましても、全世代型社会保障構築会議における論点との整合性や、経済財

政運営と改革の基本方針、新経済・財政再生計画改革工程表などを踏まえ、負担能力に応じた負

担、公平性等を踏まえた給付内容を適正化の視点に立って議論を尽くされたものと認識しており

ます。

次に、介護保険制度の問題点をどう考えているのか問うという質問でございます。

介護保険制度は、その創設から２３年が経過し、サービス利用者は創設時の３倍を超え、介護

が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきています。一方で、介護費用の総額は創設

時の ７倍を超えており、いわゆる団塊の世代の介護需要が増加することが見込まれる２０４０

年に向け、給付と負担のバランスを図りつつ、保険料、公費、利用者負担の適切な組合せにより、

制度の持続可能性を高めていくことが重要な課題であろうと考えています。また、現役世代の減

少により人材不足が課題となりつつありますので、人材確保と生産性の向上を目指し、介護現場

の革新を進めていくことが重要であると考えています。

次に、訪問介護報酬引下げ方針について問うという御質問でございます。

昨年末に発表された内容では、令和６年度の介護報酬改定は、介護職員の処遇改善分として

９８％、その他改定率 ６１％、合計で ５９％の増額改定と聞いておりますので、１月２２日

の介護保険給付費分科会の具体的に示された単位として、訪問介護サービス費の基本報酬は若干

の引下げとなっておりましたことは、私としても驚きを持って受け止めております。改定の内容

を見ますと、基本報酬は若干の引下げとなっておりますが、介護職員の処遇改善加算においては、

賃金体系の整備や、加算によって得た収入を月額賃金に反映させるなどの事業所の取組により、

１ ５％から２ ５％という、他のサービスよりも高い水準の処遇改善加算が新設されておりま

す。また、中山間地における訪問介護事業所向けの特定事業所加算が新設されるなど、本改定の

一部には地方の声を入れた内容になってるんではないかと認識しています。

一方で、訪問介護事業所と同じ建物や同じ敷地内にあるサービス付高齢者住宅や、養護老人ホ

ームなどの入居者に対してサービスを提供する場合には、新たな減算が設けられ、事業者間の公

平性もある程度保たれるようになったのではないかと考えています。

連合内の訪問介護事業者等の詳細に対する御質問は、後ほど事務局長から答弁をさせます。

次に、ホームヘルパーの抜本的な待遇改善を求めるということでございます。

広域連合管内には、現在、伯耆町に３事業所、南部町に１事業所の合計４つの訪問介護事業所
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がございます。このうち１事業所は人員不足により休止中でしたが、令和６年２月２８日をもっ

て事業を廃止されることが決まっておりまして、廃止の理由は、人員確保のめどが立たないため

とお聞きしております。複数の介護保険事業を実施しておられる事業者にお聞きしますと、訪問

介護部門への異動に難色を示す職員のほうが多いとのことでございます。訪問介護サービスは、

高齢者の生活を支えるためにはなくてはならないサービスですが、待遇の問題もさることながら、

居宅に訪問し、１対１でサービスを提供するという、現在のサービス提供の在り方が問われてい

るんではないかと考えています。鳥取県長寿社会課が主催されております訪問介護事業安定確保

検討会には保険者として参加しておりますので、そういった場でもサービスの在り方について問

題提起するなど、訪問介護員の確保に向けて、鳥取県と協力しながら取り組みたいと思います。

３点目の地域包括ケアシステムを問うという御質問でございます。

地域のボランティア、自治会、社協などの支援に置き換える制度になってはいないかという問

いでございますが、地域包括ケアとは、住み慣れた地域で安心して自分らしく生活できる仕組み

のことでございます。そのために、本広域連合では一貫して地域包括ケアシステムの充実、介護

予防、認知症施策の推進、個人の尊厳の保持という４つの基本方針を掲げ、構成町村と協力して

取組を進めています。少子高齢化により、高齢者を取り巻く環境は大きく変わり、お世話をする

側、お世話をされる側という線引きをやめ、誰もが地域の中で役割を持ち、自分にできることを

行っていく、地域共生社会になっていくことが求められています。これは給付費削減を前提に支

援者を置き換えるということではなく、人口が減少していく社会にあって、これまでの社会の在

り方や仕組みに対する認識を変えていくことだと私は考えています。

次に、地域包括支援センターを老人福祉法に位置づけ直し、国、自治体が責任を持って、人員

体制を構築すべきではないか問うということでございますが、本広域連合における地域包括支援

センターの在り方について説明をいたします。

令和２年度までは、構成町村からそれぞれの地域包括支援センターに職員が出向し、専任で地

域包括支援センターの業務を行うという体制を取っておりました。しかし、高齢者に関わる課題

は複雑化・複合化し、地域包括支援センターだけでは対応が困難なケースも生じるようになり、

構成町村内での協働が不可欠となってまいりました。

そこで、令和３年度からは、地域包括支援センターに専任として出向するという体制を改め、

構成町村の高齢者福祉担当課職員が、地域包括支援センター職員を併任するという体制に変更い

たしました。これにより、構成町村の実情に合わせた柔軟な人員配置が可能になっておりますの

で、議員がおっしゃるような位置づけ直しをするまでもなく、自治体の裁量の範囲内で実施でき
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るのではないかと考えています。

続いて、訪問介護看護サービスへの充実と支援策を求めるということでございますが、地域密

着型サービスの定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスのことについてお答えしてまいりま

す。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が

密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスでございます。在宅

生活に安心を与えることができる、非常によいサービスと認識しておりますが、短時間に定期的

に巡回訪問するとなりますと、利用者がある程度まとまって居住している地域でないと、サービ

ス提供は難しく、中山間地のように利用者が点在する状況では、かなり困難であると言わざるを

得ません。また、介護報酬は月額設定となっており、利用者から見れば、訪問の回数によっては、

通常の訪問介護のほうが安価に収まる場合もございます。

本広域連合管内でも、１事業者を指定しておりますが、現在休止中となっております。休止の

理由は、人員確保が難しいためとお聞きしております。訪問介護事業での人員確保は困難な状況

ですので、２４時間の対応が求められる定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、人員の確保は

さらに困難であろうと思われます。

地域密着型サービスでございますので、本広域連合管内で事業を始めたいという事業者がおら

れる場合には、介護保険運営協議会で審議し、指定を検討することになります。また、施設整備

に関しましては、構成町村を通じ、鳥取県の地域医療介護総合確保基金事業を利用することがで

きますので、そちらを利用いただきたいと考えています。

次に、高齢者の住まいの人権を保障するため、ケアハウスや地域優良賃貸住宅制度の利用、拡

充を求めるという御質問でございますが、本広域連合は、構成町村と協力して介護保険事業を運

営しております。御質問内容は、構成町村の政策に関する部分と認識しております。

続きまして、高所得者の保険料負担増についての所見を求めるという御質問にお答えしてまい

ります。

厚生労働省社会保障審議会介護保険部会での審議により、第９期計画期間における保険料の標

準段階は、９段階から１３段階へ多段階化され、標準乗率も最高で ４とされました。これらの

改定は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、１

号被保険者間での所得再配分機能を強化することで、低所得者の保険料上昇の抑制を図る効果が

あるとされています。

本広域連合におきましても、合計所得金額３２０万以上の層は、第８期までは２段階に分けて
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おりましたが、第９期からは５段階に分け、１３段階とするとともに、乗率も国の標準に合わせ

て設定をいたしました。

第９計画期間の保険料基準額は、第８期と比較して年額で１００円の減額といたしましたが、

乗率の変更により、合計所得金額４２０万円以上の方に関しては、年間保険料は増額となります。

介護保険制度を維持し、先の世代まで続けていくためには、一定の御負担をいただくことについ

て御理解を賜りたいと思います。

最後に保険料・利用料の減免を求めるという御質問でございます。

本広域連合では、介護保険発足当時から、災害等により生活困窮にある人を対象とした保険料

の減免制度を実施しておりますし、市町村民税非課税世帯については、公費による減額を実施し

ております。また、介護サービスを利用する低所得者に対して、利用者負担の軽減も行っている

社会福祉法人には、鳥取県の補助金を活用し、財政支援を行っております。

今後も補助金や交付金といった財源を確保しながら、介護保険制度の枠の中で、減免制度を維

持したいと考えております。

現行制度での実績については、事務局長から答弁をさせます。

以上、答弁といたします。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。そうしますと、連合管内の訪問介護事業者

数の動向などについての御質問にお答えしてまいります。

まず、連合管内の訪問介護事業者数の動向ですが、先ほど連合長答弁の中にもありましたよう

に、休止中の１事業所が２月末をもって廃止をされますので、令和５年度末の時点では、伯耆町

内に２事業所、南部町内に１事業所の計３事業所となります。

次に、訪問介護利用者の実人数、利用時間区分ごとの利用者数でございますが、訪問介護サー

ビスは大きく分けて、イ、身体介護が中心である場合、ロ、生活援助が中心である場合、ハ、通

院等のための乗車または降車の介助が中心である場合の３つに分かれています。

イ、身体介護が中心である場合の基本報酬は、サービス提供時間によって所要時間２０分未満

の場合、２０分以上３０分未満の場合、３０分以上１時間未満の場合、１時間以上の場合の４つ

に分けられ、１時間以上の場合は、所要時間が３０分増すごとに所定の単位を増額していくとい

う算定構造になっています。また、生活援助が中心である場合の基本報酬は、所要時間２０分以

上４５分未満の場合と、４５分以上の場合の２つに分けられています。さらに、利用者のニーズ

によって、１回の訪問で、イ、身体介護中心型と、ロ、生活援助中心型が提供される場合があり
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まして、また同じ利用者であっても、サービス提供日ごとに異なる区分が算定されることがある

ということを御理解いただきたいと思います。

その上で、令和５年１０月サービス提供分について申し上げますと、利用者の実人数は１４３

人、利用時間区分ごとの利用者数は延べ人数となりますが、利用が多い区分を上位から申し上げ

ますと、身体介護中心型３０分以上６０分未満の利用が５０人、身体介護中心型２０分以上３０

分未満の利用者が３７人、身体介護中心型２０分以上３０分未満に続いて、生活援助中心型２０

分以上４５分未満の利用が２４人などとなっておりまして、ほかの区分、時間など合計しますと、

延べ２６１人が利用をされています。

事業所の利用者数、職員数については、厚生労働省の介護サービス情報公表システムによるも

のを御報告いたします。南部町のサポートセンターなごみの利用者数は２２人、職員数は１０人

と登録されています。伯耆町のヘルパーステーションあゆみの利用者数は２５人、職員数は４人。

伯耆町社会福祉協議会溝口訪問介護事業所の利用者数は３１人、職員数は１３人と公表されてい

ます。

次に、保険料・利用料の減免に関するこれまでの実績についてでございます。

まず、保険料の減免でございますが、令和５年度は１月末までの実績として、災害による減免

がお一人。令和４年度は災害による減免がお二人、新型コロナウイルス感染症による収入減によ

る減免がお二人。令和３年度は新型コロナウイルス感染症による収入減による減免がお一人。令

和２年度は新型コロナウイルス感染症による収入減による減免が９人。令和元年度は災害による

減免がお二人、新型コロナウイルス感染症による収入減による減免が７人となっております。

市町村民税非課税世帯に対する公費による軽減につきましては、令和５年度は１月末時点の見

込みとして、対象者は３３０人、軽減額合計は６７０万５００円。令和４年度は対象者

３７５人、軽減額合計は７１０万５００円。令和３年度は対象者が３３１人、軽減額の合

計は６７８万９００円。令和２年度は対象者３３１人、軽減額合計は７３５万７００

円。令和元年度は対象者２８０人、軽減額合計は５０１万９００円となっております。

また、社会福祉法人による利用料減免ですが、令和５年度は１月末時点で１０人、令和４年度

は１１人、令和３年度は６人、令和２年度は５人、令和元年度は１０人の方が、それぞれの社会

福祉法人が実施しておられる利用料減免の対象であったと申請をいただいております。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） 真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 答弁いただきました。

議長介してお願いしたいと思いますのは、先ほど、第２番目の訪問介護の報酬引下げのところ
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で、連合内の訪問介護事業者数の動向等で数字を出すよう求めていました。同時に、４点目の保

険料・利用料の減免のところで、現制度でのこれまでの実施を、先ほど執行部のほうから読み上

げていただいたんですけれども、文書で後で頂きたいと思うのですが、よろしいでしょうか。数

字を書き留めたのですが、正確を期したいので、数字の分を後ほど出していただきたいというこ

とで、お願いしたいんですけれども、議長、諮ってくださいますか。

○議長（勝部 俊徳君） 暫時休憩します。

午後２時５７分休憩

午後２時５８分再開

○議長（勝部 俊徳君） それでは、会議を再開いたします。

真壁議員の今の数字の要求のいわゆる文書化したものは、私のほうから、また執行部に対しま

して要求させていただきますので、後日また、そのようにお取り計らいしたいと思います。よろ

しいでしょうか。

真壁議員、どうぞ。

○議員（８番 真壁 容子君） 議長、よろしくお願いいたします。

まず、第１点目の、厚生省が示している介護保険の見直しの論点をどう考えるかという点で、

連合長のお考えをお聞きいたしました。全部８点ですか、あって、これがずっと論議されてきた

中で、よく言われてたのは、介護保険のサービスの利用料の２割、３割負担の対象拡大をすると

いうこと、それから、要介護１、２の訪問介護の保険給付外し、あと、ケアプランの有料化とか、

多床室の有料化、納付年齢の引下げと利用年齢の引上げ等があるんですけど、今回、高所得者の

保険料引上げについては令和６年の４月から実施したということなんですけども、連合長、とり

わけ先ほど介護保険サービスの利用料、２割、３割の負担の対象拡大にはちょっと触れられなか

ったと思うんですけども、要介護１、２の訪問介護などの保険給付外しは、１０期までに再検討

したいっていうことなんですね。９期の中で再検討したいっていうことなんですけども、これま

でに要支援の１、２が保険給付外しで総合事業になってきました。今回、要介護１、２の訪問介

護の給付外しって、私つくづく驚いたんですけれども、介護保険の段階別の要支援１、２と要介

護１、２っていうのは、５段階全部でも１、２って多いわけなんですよね、人数的に。多いでし

ょう。そこの一番これから地域包括ケアで在宅を支えていくために必要な訪問介護などの、給付

を外そうかということを、今度のこの９期の間で論議するということについて、連合長どのよう

お考えですか。広域連合では、地域包括ケアで在宅介護の充実を目指していかないといけないわ
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けですよね。そのときに、訪問介護など保険給付外し、要介護１、２で行うよということについ

て、これはあまりにもひどい話ではないかと思うんですけども、連合長どのようにお考えですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 要介護１、２の訪問介護の問題ですけれども、これは先ほど真壁

議員もおっしゃったように、この９期の間の中で御議論いただくということだと思います。現場

の現状や、それから大都市部と地方部でも違うような、そういう事案、そういうことをしっかり

と議論を重ねていただき、実態に合った制度になるように期待をしたいと思ってます。

私も介護保険の要介護の１、２というのは少し驚いております。

○議長（勝部 俊徳君） 真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 連合長、私はこの介護サービスの利用料の２割、３割負担の対象

拡大と同時に、要介護１、２の訪問介護など保険給付外すってことになったら、この１０期の、

今度２０２４年－２７年かな、この頃にもう介護保険の崩壊が始まってくるんじゃないかってい

うふうに思えてならないんですよ。一番大事な入り口で、ここを保険給付から外してしまえば、

これから自立を阻害していくように、いわゆる介護ですよね、介護の実態がどんどん重度化して

いくってことも考えられるわけですよね。そういうところが出てきているということについてい

えば、これは私は、こぞって保険者団体が、厚労省や政府に要求していくべき内容ではないかと、

もう私そこまで来てるのではないかと思うんですよ。

そういうことを言っている一方で、先ほど委員会でも指摘しましたように、いわゆる基金がな

ければ１１期には０００円になってくるし、その次には０００円の保険になってくるってい

うわけですよ。こんなことが国民が受け入れると思えないんですね。驚くだけではなくって、今

３町村いらっしゃるんですけど、３町村と町村会で、これ絶対やめるべきだということを言うべ

きだと思いますがどうですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。まずはしっかりと議論の動向を見守りながら、申す

べきは申していきたいと思っています。

○議長（勝部 俊徳君） 真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） これまで述べるわけにいきませんが、どういう答弁欲しいかと思

って前段長く言ったつもりです。これまでの２０年間は、社会保障費の減額が続いて、その中で

起こってきていることですよ。団塊の世代が来る来ると言って脅しながら、保険料が上がります

よという中で、サービスの切捨てがずっと行われてきたわけですよね。これを知ってて、分かっ
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てて動向を見たいって言っても、これをつくってきた厚労省の元老健課長が、もう今より９年も

前に、このままでは介護保険が国家的詐欺になると、こういうこと言ってるわけですよね。連合

長、このことをどう考えますか。

保険料は上がる一方で、給付を減らそうとしてきてる現状で、もうこれは一般の保険会社だっ

たら信用なくして潰れてしまうわけですよね。それを申し込んでお金を払うんではなくって、６

５歳になったら年金から強制的に取られてるわけですよ。こういう国があんのかなと思って私、

不思議でならんのですけども、これはやはりおかしいと思う。特に町村長は、そこの住民の命と

暮らしを守っていかんといけんわけですよ。お金だけ取って、制度悪いの知っとって黙っておく

というわけにはいかんと思うんですわ。

その辺で、３町村長で話し合って、このようなやり方はやめるべきだ、動向を見るだけではな

くって、いけないんだっていうことを言うていくべきではないかと思うんですけど、再度答弁を

求めますね。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。今の私たちの世代にとっても重要な介護保険制度で

す。一方で、若い世代にとっても、今後重要になっていく制度なわけです。その中で支え手が減

る中で、どうやってこの制度を維持していくのかといったところが一番の重要なポイントだろう

と思ってます。

したがいまして、今後の審議の動向、協議の動向等をしっかりと見据えながら、申し上げるべ

きは申し上げていく、そういう考えでおります。

○議長（勝部 俊徳君） 真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 国全体の動向と社会福祉がどうなっているのか、若者世代が来よ

うとする将来の在り方はどうなのかっていうことを見据えて言っていかんといけんと思うんです

よ。もう、急速な人口減が起こってくる中で、若者に負担させるって、莫大な数字になるわけで

すよね。このようなやり方してて、次に続くのかということを私は町村長たちは、住民の暮らし

に責任を持つ立場から、もう一歩踏み込んだ形で責任ある姿勢を示していくというのが、連合長

ないし副連合長の姿勢ではないかと思いますので、その辺についてはしっかり協議して、声を上

げていくことを厳しく求めておきたいと思います。

恐らく、次の介護保険制度の問題点どうかということを聞いても、先ほど以上に答えれること

がないと思いますので、各問題のところで聞きたいと思います。

介護保険の報酬引下げについて、全体としては上がったけれども、介護保険の訪問介護の報酬
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引下げに驚いているという言葉もありました。新聞等には、訪問介護基本報酬の改定で、２０分

未満の単位がこれまで１６７単位であったのが１６３単位、これ１０円単位やから知れてると言

うんですけども、事業所にしてみたら減額になってくるわけですよね。そこでの減額になるんだ、

驚いてるんだけれども、中山間地についての加配があるって、こう言うわけですわ。私は、加配

は加配で当然あるべきだと思うんですけれども、この訪問介護の基本報酬を改定、改悪ですよね、

減額すること自体がおかしいと思うんですよ。

連合長も、各町村によって違いがあるかと思うのですが、例えば南部町ではどういうことが起

こってるかというと、南部町に一番遠いところで大木屋という集落があるんですね。この大木屋

の集落には、ホームヘルプサービスが行かない、行かせられない。なぜかというと、ガソリン代

がかかるし、時間的に考えて行っとったら赤字になるわけですよね。ところが国の法律では、ホ

ームヘルプサービスというのは断ったらいけないことになってるんですよ。断ったほうがいけな

いという立場に３連合長は立っているわけですよ。そういう認識ありますか。してはいけないん

だけれども、人数が減ってきて事業所も経営が大変なので、実際そういうふうに切り取ってると

ころがあるという認識はありますか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。そういう事案はないという認識を私は持っておりま

す。

○議長（勝部 俊徳君） 真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） これも私たちが議会の準備不足なのか、答弁の軽さからか知りま

せんが、議員が住民からの声聴いて、こういう事態があると、ないっていうふうな答弁がどっか

ら返ってくるかっていうのが本当に不思議でかなわないんですよ。調査すべきじゃないですか。

もしそういうことを言って、広域連合長が答えたら、あったらうそになりますよ。そういう答弁

は、したらいけんと思うんですよ。

少なくとも、日南町なんかでは、訪問介護成り立たないわけですよね。改悪されてきて、２０

分で幾らだって言われたら、それ以上に経費がかかるわけですよ、時間もかかるしね。それどう

してるかというと、その移動に町が独自で負担しているっていう制度を設けているところもある

わけなんですね。連合長は、この計画つくって、そこに座ってるお三方の中にはきっと頭の中に

計画があって、計画案第１は、包括的……。すいません、地域包括ケアシステムの深化をうたっ

てるわけです、するって。地域包括ケアシステムをつくるって言っておきながら、ホームヘルプ

サービスでこういう現状があるのに、こういう問題がありますよって言うと、こんなことあるは
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ずありませんなんていう、こんな空虚な論議しとったらいけんと思うんですわ。連合長、今の答

弁はちょっと直して、どういう実態が起こってるかっていうことを調査するって言うべきではな

いですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長でございます。やっております１事業所にそのように聞き

ました。さらには、その事業所の言い方としては、御家族の中の意向であると。その利用日、サ

ービスを受けるほうの思いはどうだったか分かりませんけれども、そういうことで、米子の施設

に入られたという報告を受けております。したがって、例えば、大木屋が遠くて手間がかかるか

ら、訪問介護サービスを、そこは駄目だというような判断をしたことはないと私は聞いておりま

す。

○議長（勝部 俊徳君） 真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 今のお話を聞く限り、私が指摘している事例と一致するわけです

ね。そのことを頭に置いて聞いたところ、施設が家族の御希望だったということで、距離の問題

ではないというふうに認識していると、事業所も認識しているということなので、そういう答弁

が返ってくるのは分かりました。

であれば、提案ですけれども、今から地域包括ケアを進めようと思うときに、在宅での条件を

つくっていかないといけないときに、在宅介護をするときのホームヘルプサービスや、デイサー

ビスの状況がどれだけ満たされているのか、地域によって、その状況はどうなのかっていうこと

を把握すべきだと思いませんか。

具体的には、各集落です。とりわけ、短いところはいいですけれども、南部町で言えば、南さ

いはくの振興協議会の辺りですね、それと伯耆町になれば中山間地域に近いところの集落でのホ

ームヘルプの実態を数字で出すことをしていただきたい。これは今日の分で返してくれというの

でありませんが、そういうことを調べていただけないかっていうことについてはどうでしょうか。

なぜかというと、広域連合ではそのようなことはないと言いますが、全国的に至るところでそ

ういうことが問題になってきているから、今回の訪問介護の基本報酬の引下げについても、大き

な怒りが起こっているわけですよ。今でも大変で事業所が潰れてきているのに、訪問介護の基本

報酬を減らすとは何事だっていうことを言ってるわけですね。今でも遠くに行けないんですよ、

赤字になって。その証拠に事業所がどんどん潰れていってるし、広域連合内でもホームヘルプサ

ービスの事業所っていうのは数少ないじゃないですか。このホームヘルプサービスの事業をどの

ように全町に展開しようと思っているんですか、連合長は。連合内に、どのように展開しようと
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思っていますか。今数字も示されましたが、ここが増えてこないことには、在宅介護の充実にな

りませんよね。どうしようと思ってるんですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長でございます。事業者の意向もしっかりと聞いていかなけ

ればならないと思いますが、先ほど壇上でも申し上げましたように、やはりサービスを提供する

方が非常に不足している。また高齢であるといったことが、事業者の中では一番課題になってい

るとお聞きしております。さらには、これも壇上で申し上げましたけれども、仮に若い世代のホ

ームヘルプを志望した方が、果たしてお一人で家庭を訪問するというのが、なかなか今の若い世

代には受け入れられない、そういう現状があろうと思っています。そういったところをどのよう

に手だてをしながら、私たちが求めている在宅で、介護サービス．受けられるという体制をつく

るためには、今おっしゃってるように、ただただお金だけの問題ではなくて、乗り越えなくては

いけない課題がたくさんあるんではないかと、こう思ってるところです。

○議長（勝部 俊徳君） 真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 私にはこの連合長の答弁は、高齢化、人材不足、いわゆる人口減

ですね、若い人がいない、若い人がいても１人で行けるのかという様々な問題は確かにあると思

うんですよ。でも、そのことがあると、毎回毎回同じように思いながら、そこに手を打っていっ

てどういうふうにするかっていうことを私は聞いているわけなんですよ。どうしようとしてるの

か。だって、地域包括ケアの充実って言ってるじゃないですか。それをほっといて、事業所は減

るばかり。それも全部、もし本当に国の責任で、人口が減ってるんだったら国にちゃんと言わん

といけんと思うんですよ。それが連合長とか、市町村長の役割になってくるんと違うんですか。

それ、まして保険者ですよ。お金を集めておきながら、人がいないからできへんで済まんのです

わ。そこをどう解決しようとしてるのかっていうところを見せてくださいよ。

仮にできなくても、こういう方針で臨みたいってなかったら、一つには分かっているのは、人

材不足や高齢化の問題で言われているのは、待遇が悪いから人が来ないんだっていうこと、これ

はっきりしてるわけなんですよ。まず分かってることを解決するという立場に立つべきじゃない

ですか。そういうことを私は全て放り投げて、全部いわゆる自然減少、社会減少の責任にしてた

ら、この介護保険で責任取れなくなりますよってこと言ってるんですが、どうなんですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。ここの広域連合の中の施策の中で、議論できること

なのかどうか分かりませんけれども、各町村の中で、これはそこの在宅福祉をどう支えていくの
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かということは、各それぞれでしっかりと考えていかなければいけない課題だろうと思ってます。

確かに要素としてお給料の問題もあるかもしれませんけども、それだけでは乗り越えられない問

題があるというふうに聞いております。組織の中で、先ほど言いましたように、訪問介護サービ

スの部門に異動を拒否するという職員の皆さんもあるというふうに聞いております。こういった

ところをどう乗り越えていくのか、いわゆる具体的には、２人体制でもやってでも、その差額を

ではどっかで応援するような仕組みができるのかどうか、この辺りの踏み込みは、各町村でやっ

ていく必要があろうと思いますけども、ここの広域連合の中でこの議論をすることはできないだ

ろうと思っています。

○議長（勝部 俊徳君） 真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 連合長、私は失言だと思うんですけども、広域連合の中でこの論

議をするわけにいかないっていう理由はどこから来るんですか。計画の中には、地域包括ケアの

推進って書いて、何回も書いてあるじゃないですか。それができないって言うんだったら、計画

やめたらいいんですよ。あの計画は何ですか。

それともう一つ聞きたいのは、連合長と、副連合長も黙って座ってらっしゃいますけれども、

皆さん、そういう考え方なんですか。してることは、ここで論議してることは何かってことにな

りますよね。連合長はここで話すことではないと、こう言ってるわけですよね。だとすれば、こ

の介護保険に責任を持つという連合が、第９期の計画で地域包括ケアや予防や、そういうことを

掲げてやってて、市町村と連携してやるというのであれば、町村で考えないといけない仕組みを

広域連合がどうしてつくるつもりなんですか。これは広域連合の責任ではないっていうことです

か。そこを答えていただけませんか。そのために、広域連合は町長、副町長が来てるんでしょう。

そんな無責任なこと言ってて、広域連合の議会、そんなことじゃ解散になっちゃいますよ。何を

審議するんですか。

もし本当にそういうこと言いたければ、あの基本計画をやめて、基本計画は保険の数字だけの

計画で、介護サービスを充実させるためにどうするかってことを書くべきですよ。どう考えます

か、連合長。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。介護保険法の範囲内で議論をする部分が大半だろう

と思っています。私が先ほど申し上げましたのは、横出しサービスであったり、そういう部分に

ついては、先ほども言ってますように、地域包括ケアシステムは、広域連合だけで成り立つもの

ではないということは何度も申し上げています。各町村、それからそれを構成している各種のサ
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ービス事業者、そしてボランティア団体、多様な支え手の存在がそれに関わってこそ、初めてこ

のような地域包括ケアシステムというのは成り立ってくると、このように思っていますので、広

域連合だけの議論で済まないと思ってます。ここでは介護保険の保険料の中で収まる話でなけれ

ば、さっき言われましたように、それを上回るサービスを介護保険を構成してる町村で全部を上

乗せするというような議論を私はしているつもりはございません。

○議長（勝部 俊徳君） 真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 連合長、頭……。私、申し訳ないけども、介護保険で保険の中の

こと、法律的なことを知らなかったら、何で第９期の介護保険事業計画に包括ケアシステムの深

化って出るんですか。私、全額お金でやれなんて言ってないんですよ。それを掲げた広域連合と

して、地域包括ケアの深化をどうすべきかっていうこと聞いてる。あなた方が出してるんだから。

それを話し合うとかじゃないんだったら保険計画に出すのやめなさいよ。やり直しますか。そう

いうことを言ってるんですよ。

何もお金が、確かに先ほど二千何万のお金しかないですよねってしましたよね。でも、全体的

に介護保険の中に深化って、こう書いてある。高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して自

分らしく生活できる地域づくりというのは、そもそも介護保険でできないってことですね。でき

ないことを掲げている、そういうことですね。どうですか、それは。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。深化というのは、介護保険法の中だけで深化が完結

するものという具合には思っていないわけです。（発言する者あり）ですから、各町村も一緒に

なって、これは深めていかなければならないことだという、その思いも込めて、広域連合の中で

このように書いている。これは決しておかしなことではないと思いますし、各市町の中でも同じ

ように、介護保険の深化ということを目標にしながら取り組んでいかれると、こう思っています。

○議長（勝部 俊徳君） 真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 時間がもったいない。話にならん。

連合長、基本計画に書いてあること等で問えなくて問題じゃないって言うんだったら書くのや

めなさい。それが基本計画として成り立つと思ったら大きな間違いですよ。

それで、どうしてこういうことになるかっていうのは、私は広域連合だけのせいだと思ってい

ないんですよ。なぜならば、国がそもそも社会保障費を削る中で介護保険の費用を全額削ってこ

ようとしたら、これ以上、介護保険にお金かかったら困りますからね。だから目標が、第１番に

地域でやることをやりなさいといって、構成町村が主体性を持って、地域の実情に応じた地域包
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括ケアシステムをつくれと、こう言ってるわけですよね。２番目には、介護予防と健康づくりだ

と。保険を使うなと言ってるわけですよ。そういう中で来てるから、こういう国からの指示でこ

ういうことを書かざるを得ないと思ってるんですけども、自治体として、自治体の首長とすれば、

自分とこの町にとって、それなりの課題と問題点は持ってるはずなんですよ。それを言わないで、

国の言い分を擁護したのかどうか知りませんが、保険内のことです、介護保険とそれ以外のこと

議論ができないんだって言うんだったら、これやめたらいいことなんですよ。少なくとも書いて

る以上は、こういう質問が出たら町村と相談して、どのような回答しようかっていうことを出し

てくるべきですよ。そういう意味で言えば、答弁ができていないし、全く答弁になっていない。

このことを指摘したいと思いますね。

それと、地域包括ケアというのはどういうものを言ってるかということですよ。これは以前２

０１７年ですよね、「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現、この中から出てきたんですけども、

みんながどう言ったかというと、地域の共生は言われんでもみんなやっている。地域で困った人

を助けたりとか、お隣のおばちゃんを病院に運んだりとか、みんなしているんですよ。お互い助

け合おうという、きれいな言葉で、誰もが否定できないような言葉で、本来は、介護保険を集め

て、税金で仕事をしている公務員や公務現場の仕事であるものを、住民や地域に投げ出している

結果、この内容が地域包括ケアの中身なんですよ。だから、深化と書こうが充実と書こうが、３

年前と比べても、住民を巻き込んだ運動になかなかなっていかないし、そういう地域になってい

かない。なぜならば担う人がいないからですよ。そこが分からずに、書いててやってても、何の

進展もないわけですよね。

これは、恐らく広域連合で答えられないので、町長だったらそれを答えるわけですよね。場所

を変えてもう一回やらんといけんなと思うんですけども、本来広域連合と名乗ってやってる以上

は、これだけの計画を書く以上は、その答弁を町村と練って、回答してしかるべきですよ。それ

がなくて何の仕事してるのかってことを、改めて厳しく言っておきたいと思いますね。全く話に

ならない。

それから次に、高所得者の保険料負担は実際に今回起こっていることです。委員会の中では高

所得者の保険料負担増に乗じて、本来国から来る負担軽減の低所得者の負担軽減の乗率について

も下げられているので、結果として国からのお金も下がってきているわけです。このような高所

得者の保険料の負担増は、保険料を払う６５歳以上の方々の中での、誰が払うかにすぎないわけ

ですよね。このことで問題が解決すると思っているのかということを、連合長に聞いておきたい

のと、このようなやり方を認めるとすれば、今度１０期になってますます負担が大変だというこ
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とになれば、この高所得者という範囲を広げてきて、今は９段階からかもしれませんが、８段階、

７段階に落ちてくる可能性がある。これは、もう増えていく以上は、国が負担を多くするしかな

いわけですよ。この点について、今回の高所得者の保険料負担増ではなく、国がお金を出して、

高齢者の負担軽減をすることが大事だと思うことについて、どのようにお考えですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。おっしゃることもよく分かりますけれども、社会保

障制度全般の中で、一定の負担を特に高所得者の皆さんには負担いただくべきではないかという

議論の中で、今回このような改定になったと思ってます。介護保険だけではない、社会保障制度

全般の中で、一歩踏み込んだ議論の中でこうなったものだと思っていますので、これは御理解い

ただくしかないと思っています。

○議長（勝部 俊徳君） 時間が参っております。手短にまとめて終わっていただきたいと思いま

す。

○議員（８番 真壁 容子君） 立ってから動かしてほしい。

連合長、今の保険料ですね、今の保険料、第９期の保険料は、年金暮らしの方々にとって、住

民にとって、負担増だというふうには認識されませんか。少なくとも、今後、決まってはいるん

ですけれども、介護保険料については、もう少し町村からのお金も入れながら、引き下げる方法

ないしは少なくとも減免制度を設けるべきだという点についてはどのようにお考えですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。（発言する者あり）いいか。陶山連合長、答弁。陶山連合

長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 減免の制度というのは、先ほど壇上で申し上げましたような、災

害であったり、特殊な事例にあった者に対しては減免をしてきた経過もございますので、今後も

そのような対応をしてまいりたいと思っています。

生活実態は決して穏やかなものではないと思ってます。物価の高騰であったり、それにつれて、

年金が上がらないという住民の実情はありながらも、しかし一方で、社会保障は支えていかなけ

ればならないわけですから、誰がどのように負担していくのかっていった問題は、これは本当に

難しい問題だろうと思っています。一定の議論の中で、今回、所得の高い方から負担をいただい

た配分を、所得のない方に配分しながら、全体を支えるという制度に今回大きな改定がありまし

た。私は一定の理解はしたいと思っています。

○議長（勝部 俊徳君） それでは以上をもちまして、８番、真壁容子議員の一般質問を終わりま

す。
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・ ・

日程第１７ 議案第１号

○議長（勝部 俊徳君） それでは、これから提案をいただいております１１議案につきまして、

１件ずつ、討論並びに採決を行います。

日程第１７、議案第１号、南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部改正についてを議題といた

します。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 審査報告いたします。

議案第１号、南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部改正については、総務民生常任委員会を

もって審査の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会

に付託しておりましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を求めます。

８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 今回の議案第１号の南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の改正に反

対いたします。

今回の改正の内容は、これまでの保険料を頂くのに保険料率を所得段階の１０段階に分けてい

たところを、１３段階に分け、高所得者、いわゆる１０段階ですね、３２０万以上でしたっけ。

その方々に負担増を求め、より低所得者の負担軽減を求めていくという内容です。

私も高所得者に負担をより多く取るという考え方は、税とか公共料金の負担の原則からいって、

一定理解できるし、そういう高所得者により負担を求めるというのは、より民主的な在り方とい

うふうには理解するわけです。でも、この中の保険料負担といいますのは、３２０万以上、この

全体でいえば、何人でしたっけ。１００……（「８２人」と呼ぶ者あり）１８２名ですよね。最

高では１３段階になった方が１年間で３万８００円ですか、一番、これぐらい上がる方が６１

人いらっしゃるっていうことなんですよね。内容は、国税のように大金持ちが負担しろという内

容に該当するかということになれば、その６１人の方々がどれぐらいの所得かというところを見

れば分かると思うんです。

それで、本来はそれでも今まででも高いという保険料をどうするかという点でいえば、本来安

くするためにどうするかというと、保険料という住民が負担しているものを低くしようと思った
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ら、どっかからお金持ってくるしかないわけですよ。要は税金で公費を持ってくるしかないわけ

ですね。それをしないで、中で分けなさいっていうわけですよ。これはもしかしたら、減った人

はよかった、増えた人はけしからんっていって国民を対立させるようなやり方で、非常に私はけ

しからんなと思うのと、本来責任がある国が、それを黙って見とって分けて、何ちゅうことやっ

てんのやって、こう思うわけですよね。

また委員会で分かったことは、国が負担をどうしてるかというと、ここに紛れて、低所得者の

乗率の負担を下げてきてるわけですよ。ということは、この今回の高所得者に負担させて変えま

したって言うけれども、国の持ち出しも減ってるわけですね。これは全くけしからんという話だ

というふうに思うんです。

それと同時に、一番大事なことは、私たち被保険者から見たら、あっちに負担させこっちに減

らせっていうんじゃなくって、仕組みそのものを変えて、本来の措置制度にあったように国が半

分を負担するということになっていけば、このようなことも解消できるというふうに考えている

わけです。

そういう意味で、反対すると、もう一つ言いたいのは、この高所得者の今回は、まず年金暮ら

しや議員でも自分がどうかということを考えたって言うんですけども、今のところは該当しなく

ても、今後考えた場合、ますますこの制度を使うとすれば、今は１０段階分けますけども、次、

９段階、８段階分けてくるということになりかねません。要は保険料を、住民から取る保険料を

引き上げるという内容にしかすぎないという立場から反対をいたします。

○議長（勝部 俊徳君） それでは次に、原案に賛成の方の発言を求めます。

荊尾議員。

○議員（４番 荊尾 芳之君） ４番、荊尾です。議案第１号、南部箕蚊屋広域連合介護保険条例

の一部改正について、賛成をいたします。

第９期の介護保険事業計画を策定する上で、この保険料を決定して令和６年から３年間、第９

期の事業計画を行うわけですが、今回は保険料の基準額を、第５段階で６万５００円、これ年

額でございますが、前の８期の６万６００円から１００円減らすと、減額した保険料となっ

ております。下がったということはいいことではないでしょうか。

それと、今まで１０段階だったものを１３段階に分けまして、いわゆる下の部分ですね、市町

村民税の非課税世帯、１段階、２段階、３段階ですけれども、ここの乗率を下げていくと、所得

の少ない人に対しては保険料を下げる。また今まで９、１０という、これは合計所得金額が３２

０万から５２０万円までが９段階、５２０万円以上、１０段階という２つのところを、９段階を
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３２０万円から４２０万円、そして４２０万から５２０万円、さらにいえば５２０万から６２０

万、７２０万以上というふうに、少し細分化をして保険料を決めていくというやり方に変えると

いう介護保険条例の改正の部分でございます。一番いいのは、低所得者対策になるということで

賛成したいと思います。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言をします。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第１号、南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部改正についてを採決いたしま

す。

議案第１号は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１８ 議案第２号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第１８、議案第２号、南部箕蚊屋広域連合個人情報保護法施行条例

の一部改正についてを議題といたします。

総務民生常任委員長報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第２号、南部箕蚊屋広域連合個人情

報保護法施行条例の一部改正については、総務民生常任委員会をもって審査の結果、全会一致可

決すべきものと決しました。

○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑は省略いたし、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。
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これより、議案第２号、南部箕蚊屋広域連合個人情報保護法施行条例の一部改正についてを採

決いたします。

議案第２号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立全会一致でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されま

した。

・ ・

日程第１９ 議案第３号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第１９、議案第３号、南部箕蚊屋広域連合情報公開条例の一部改正

についてを議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第３号、南部箕蚊屋広域連合情報公

開条例の一部改正については、総務民生常任委員会をもって審査の結果、全会一致で可決すべき

ものと決しました。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑は省略し、これから討論に入ります。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第３号、南部箕蚊屋広域連合情報公開条例の一部改正についてを採決いたしま

す。

議案第３号は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 全会一致でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第２０ 議案第４号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２０、議案第４号、南部箕蚊屋広域連合議会の個人情報の保護に
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関する条例の一部改正についてを議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第４号、南部箕蚊屋広域連合議会の

個人情報の保護に関する条例の一部改正については、総務民生常任委員会をもって審査の結果、

全会一致で可決すべきものと決しました。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑は省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第４号、南部箕蚊屋広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正に

ついてを採決いたします。

議案第４号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立全会一致でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されま

した。

・ ・

日程第２１ 議案第５号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２１、議案第５号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における個

人情報の保護に関する法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議に

ついてを議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第５号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取

県の間における個人情報の保護に関する法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規

約を定める協議について、総務民生常任委員会をもって審査の結果、全会一致で可決すべきもの

と決しました。
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○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑は省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第５号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法

律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議についてを採決いたします。

議案第５号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立全会一致でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されま

した。

・ ・

日程第２２ 議案第６号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２２、議案第６号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における情

報公開条例及び議会個人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定

める協議についてを議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第６号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取

県の間における情報公開条例及び議会個人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託

に関する規約を定める協議については、総務民生常任委員会をもって審査の結果、全会一致で可

決すべきものと決しました。

○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕
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○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第６号、南部箕蚊屋広域連合と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人

情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議についてを採決

いたします。

議案第６号は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立全会一致でございます。よって、本案は、原案どおり可決されまし

た。

・ ・

日程第２３ 議案第７号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２３、議案第７号、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査

会共同設置の廃止に関する協議についてを議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第７号、鳥取県西部町村情報公開・

個人情報保護審査会共同設置の廃止に関する協議については、総務民生常任委員会をもって審査

の結果、全会一致で可決とすべきものと決しました。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第７号、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置の廃止に関す

る協議についてを採決いたします。

議案第７号は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立全会一致でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されま

した。
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・ ・

日程第２４ 議案第８号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２４、議案第８号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第８号、令和５年度南部箕蚊屋広域

連合一般会計補正予算（第２号）は、総務民生常任委員会をもって審査の結果、全会一致で可決

すべきものと決しました。

○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第８号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第２号）を採決い

たします。

議案第８号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立全会一致でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されま

した。

・ ・

日程第２５ 議案第９号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２５、議案第９号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業

特別会計補正予算（第２号）について、これを議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第９号、令和５年度南部箕蚊屋広域

連合介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、総務民生常任委員会をもって審査の結果、全
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会一致で可決とすべきものと決しました。

○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑は省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第９号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）を採決いたします。

議案第９号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立全会一致でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されま

した。

・ ・

日程第２６ 議案第１０号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２６、議案第１０号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予

算を議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託された議案第１０号、令和６年度南部箕蚊屋広域連

合一般会計予算は、総務民生常任委員会をもって審査の結果、賛成多数で可決とすべきものと決

しました。

○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑は省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 令和６年度の一般会計予算について反対をいたします。

今回の令和６年度の予算は、一般会計予算額５億５００万、それぞれが町村からの分担金及び

負担金、あと国庫支出金、県支出金等で成り立っています。そのうちの８ ４％、４億１２６
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万０００円、これがいわゆる保険給付費に充てていくお金だというふうな予算になっています。

今回、この広域連合というのは、３町村の介護保険を運営していくためにつくられた広域連合

議会です。介護保険というのは介護保険法に基づいて運営されるというのですが、第１期から、

これは保険料を住民に課していくという仕事があるものですから、そこで保険料の設定や保険料

を集めてどのような事業をしていくのかということをも予算、決算に出てきてしていく内容にな

っているわけですね。これは保険事業者と違って、介護保険を担っている広域連合といえども、

地方自治体の一つであるわけです。入ってくるお金は公費が入ってきているわけですよね。公費

と住民からの保険料で成り立っていく。そういう制度でいえば、誰かが手を挙げて介護保険に入

りたいという民間の制度ではないことをすれば、当然、地方自治体が責任を持ち、運営していく

ということになると思うのです。これは大きな公共事業であって、互助事業とはいえ公共事業で

あって、本来どのような目的を持って臨むのか。株式会社がやってるような経理を出して、株式

会社はもうけて利益が出ることが大きな目的ですから、法を曲げない限り、その報告して利益が

上がるということをやって株主認められたら仕事が成り立つわけです。介護保険法に基づいて運

営していくのが広域連合議会だと、こう言うのであれば、それは本来、地方自治体が集まって、

公共のお金と住民から半ば強制的に取っている保険料を運営していく公的な性格を逸脱するもの

だというふうに考えます。そこで何かというと、どういうふうに変わっても、憲法や地方自治法、

社会福祉の立場から介護保険を運営するには、公共の福祉が大前提になければならないというふ

うに考えています。

そこで介護保険というのは、公共の福祉のためにどのような計画を持つかということで、介護

保険の計画を持つのではないでしょうか。そこで出されている第９期の内容が、人口が、団塊の

世代が７５歳となってくる令和７年を見据えて、地域包括ケアシステムの深化・推進を図ってき

て、ますますこれが重要になると。なぜ重要になるかというと、団塊の世代が７５歳以上になっ

てきたら、この方たちが介護が増えてきたら、介護保険が参酌標準から見ても、認定率が二十何

％超えてきたら成り立たないわけですよね。だから成り立たないために、その受皿をつくるため

に、地域包括ケアシステムを進めると、こう言ってるわけですよ。それもどう書いてあるかとい

うと、地域包括ケアシステムは、構成町村と協力して行うと書いてある。この目標に立って、こ

れをして、基本目標として高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して自分らしく生活できる

地域づくりという、公共の福祉に合った内容で計画を立ててくるからこそ、この広域連合の仕事

ができてくるわけではないんですか。

ところが、先ほどの一般質問の中でもあったように、これは介護保険法以外のことはできない
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んだと、介護保険法を著しく解釈が私は間違ってると思うんですけれども、そこに住む住民が安

心して住み続けることができるために介護保険制度があるんだという立場に立脚したからこそ、

地域包括ケアの準備をしていくと言っているんではないんですか。それをこの広域連合の中で話

すことではないと言うのであれば、それは仕事放棄であり、それであれば、広域連合を解散すれ

ばいいことです。

私は、今回の一般会計の予算は、広域連合が成り立つ上の３町村からの拠出を行っている広域

連合が、運営する側がそもそも本来の趣旨を間違えて、民間並みの介護保険制度のみの数字だけ

の広域連合だと思うのであれば、それは甚だ間違ってるし、それを訂正して、いつの場所でもい

いから、次の議会でもいいから、訂正して、本来、介護保険制度を担っていく広域連合とはどう

いうものかということを、きっちりと議会に説明する必要があるということを、この反対討論の

中で述べておきたいと思うのです。

このままでは、広域連合をしている意味がない。そのようなことを連合長は発言してきている。

少なくとも、構成町村と協力していくというのであれば、一方の側の、協力する双方の広域連合

がどのような考え方を持っているかということを述べるべきではないか。そういうこともせずに、

数字だけ通せというのは思い上がりも甚だしい。極めて厳しい言葉で指摘して、本来の首長の立

場に戻って、住民の福祉を守る立場での介護保険を運営すべきだと。そういう点から見たら、著

しく外れているということで、私は今回の広域連合の一般会計予算には反対をいたします。

○議長（勝部 俊徳君） それでは次に、原案に賛成の方の発言を求めます。

９番、細田議員。

○議員（９番 細田 元教君） ９番、細田です。今、反対者がるる言われましたけども、これの

一般会計には５億５００万の予算で、今、真壁議員が言われたとおり、ほとんどが町村負担金や

低所得者軽減負担金等を含め、またその中で９０％近くが介護保険特別会計に入る予算でござい

ます。るる言われましたが、一番ここで問題になったのは、介護保険広域連合自体おかしいんじ

ゃないかというような意味もありましたが、公費や保険料も入っていますし、法の下でやってい

る、これは当然やっております。公共の福祉を大前提でやっているのがこの介護保険でございま

す。住民の福祉の充実をするためにやっているのが、この介護保険であり、地域包括ケアシステ

ムなんです。

地域包括ケアシステムという言葉も、介護保険ができてから生まれた言葉でして、今、真壁議

員がるる反対言われましたけども、地域包括ケアシステムを活用しながら、おのおの関係町村の

福祉の充実を図っていただきたいというのが、この大きな趣旨でございます。
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一番大きな資料というか、財産というのは、この介護保険なんです。介護保険、皆さんから保

険料を頂きながら、高齢者を含め、まずこれは高齢者から入りましたけど、高齢化率が高い中で、

この高齢者をいかにして守っていくか。こういうシステムをきちっとして、これが地域福祉に準

じ、また地域包括ケアですので、高齢者ばっかりでなく、その中におられる障害者とか、いろん

な問題も含めた、その中で大きなのはこのシステムを活用しながら、これを地域の福祉充実する

ためのこの制度でございます。

今回の一般会計では、そういうことも中に含めながら、関係町村の負担金とか、職員の給料と

か、これに対して特別会計に出すというような内容の一般会計でございますので、賛成いたしま

す。

○議長（勝部 俊徳君） それでは続いて、原案に反対の方の発言を求めます。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を求めます。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上で討論は終結いたします。

これより、議案第１０号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計予算を採決いたします。

議案第１０号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立多数でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第２７ 議案第１１号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２７、議案第１１号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事

業特別会計予算を議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第１１号、令和６年度南部箕蚊屋広

域連合介護保険事業特別会計予算は、総務民生常任委員会をもって審査の結果、賛成多数で可決

とすべきものと決しました。

○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑は省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。
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８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 令和６年度の広域連合介護保険事業の特別会計予算について、反

対をいたします。

介護保険の事業特別会計で反対をする大きな骨子というのは、介護保険の事業の制度やそのも

のについての反対です。

内容では、説明資料の１ページを見ているのですが、今回は予算規模は事業運営としてそれぞ

れ３１億円、歳入歳出。前年度に比べて６００万円の減になっている。この内容等については、

委員会でもお聞きしてきたところです。

介護保険の仕組みは、ダイジェスト版の最後にも載っていたように、保険料と、あとは国・県、

公費とで成り立っている。保険料が５割、いわゆる公費が５割という内容です。歳入で見れば、

この今回の３１億を構成する約２割の６億４７７万０００円が保険料として徴収されること

になります。国からのお金が７億１００万、支払基金からは８億２００万、これは保険料で

すね。あと県支出が４億５００万、あと繰入金等で成り立っています。

まず１番の反対は、この歳入で国庫支出金が７億１００万、総費用の４分の１を負担してい

るということですが、措置制度の時代には、国が２分の１、県が４分の１、市町村が４分の１で

した。その制度から見ると、介護保険制度になって半分を国民からの保険料で賄うことになるか

ら、国庫負担が半分の４分の１に減ってきたわけです。一番の大本は、この本当に税金を集めて

いる政府が公費でしなくてはならないものを、互助制度だといって、保険料で１号被保険者、２

号被保険者に負担を課してきたところに大きな問題があると。

これまで３町の、広域でいえば、６５歳の方々からは６億４７７万０００円もの保険料を

集めているわけです。これを集めなくてよければ、年金暮らしの方々はこの６億４７７万を地

域で使ったりして、随分地域活性化にも役立ってきていると思うのですが、保険料として徴収さ

れている。ここから来る問題は、保険料は負担するのだけれども、使う使わないは自分で決める

ことができなくって、審査して認定されて初めて要介護認定を受けてサービスを使えるというこ

とですから、使っている方々は、保険を払っている方々の約２割にしかすぎないという制度その

ものが大きな間違いだというふうに考えています。

広域連合でこの事業特別会計を審査しろということになれば、もうほとんどが、これまでもそ

うですけれども、恐らくどこの自治体もそうかななんて思ったりするんですけども、国が示して

いるとおりの費目で行って、それぞれがかかった経費をやっているということで、このこと自体

の会計で、今抱えている人材不足の問題や、いわゆる在宅介護の十分に補っていけるようなとこ
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が出ているかというような数字にはなっていないわけです。そもそもそこに期待するのは無理か

もしれませんが、そのような解決策を探っていくような予算編成にはなっていない。かかった分

だけをやっている内容だというふうに私も考えています。

そこだけで指摘するのであれば、国庫負担を元に戻して、保険料等、住民負担のないように求

めていくことが、持続可能な介護を国に定着させるための一番の内容であると考えます。

２番目には、それでも国のやり方があるんだけども、構成する保険者が努力をしようというの

であれば、住民の実態に即した保険料の設定になってくると思います。第１期から比べても相当

の金額が上がっている中での保険料の負担です。やはりこれは、どう考えても持続可能な内容で

はないというふうに考えます。

きっと賛成討論の方々は、これがあるから介護保険制度が維持できてるのやと思うのですが、

特に中山間地域を抱える広域連合が今後考えていかなくてはならないのは、国の諸制度の改悪の

中で、ここに住む人たちが本当に安心して住み続けるために、介護保険制度を使えるような内容

になっているかどうかということを、真剣に考えるときに来ているのだと思います。そういう意

味で、地域包括ケアの推進と言ってるのだと思いますが、その中身も語られず、改善策もできな

いままでは、介護保険事業の未来への話ということも当然保証できないんじゃないかと思うので

す。

本来、住民への介護の充実ないしは住み慣れた町に安心して住み続けるためにということであ

れば、この介護保険制度の抜本的な改善を広域連合を挙げて求めていくべきではないかという点

から反対をいたします。

○議長（勝部 俊徳君） それでは続きまして、原案に賛成の方の発言を許します。

９番、細田議員。

○議員（９番 細田 元教君） 今るる、特別会計の中身については、真壁議員の言われたとおり

でございまして、反対の中の討論の中で、制度を見直すべきだっていうことですが、これはもう

２４年になりますか、介護保険制度始まって。それぞれもう住民認知しております。相当、問題

のあったのが、今るる言われましたけども、この介護保険、１００％の介護保険を運営するため

に、５０％が公費が入っております。そのうちのあと４０％が４０歳までの２号被保険者ですか

と、高齢者、１号保険料は２３％で、この南部箕蚊屋、全部で特別会計３１億ですか、高齢者は

２３％の負担で行っております。

そこの中で、今回、議案第１号でありました保険料を改定して、一番、真壁議員もこれは評価

されておられましたけれども、特に、軽減世帯、低所得者、第１段階から第３段階の人、２６
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９人おられるんですね。これらの方にもすごく軽減されておられます。それと、初めてお聞きし

ましたけど、高所得者にも軽減を図れって言われました。今まで高所得者から、高い分ちょっと

でも頂戴やって流れでしたが、今回初めて、１３段階までにして、高所得者の人にもちょっと低

所得者のほうに回してえなというのが、この介護保険の今回の大きな改定でございまして、中身

が大分変わってきたなと思っております。

確かに言われましたように、７００万以上の所得者が６１名もおられるっていうのは私もびっ

くりいたしました。けども、やっぱり低所得者の方がまだまだ多い。この人やちに配慮した、こ

の介護保険の制度でございます。

確かに２号被保険者の方には、２０歳から４０歳までですか、の方には、もうちょっと上がっ

てるかと思いますけども、第１号保険料の年金暮らしの方は、その中の、３１億の中の２３％、

みんなで見ましょうやっていう制度でございました。その中で、もちろん施設給付、在宅給付、

今の言われました訪問介護等が遠くに行けない、そういうこともありますけども、その中でも、

私たち広域連合の中で、この施設の人、今回の改定で施設給付の方が、施設が伸びました。大変

コロナ等、また食料品等アップ、電気等アップで、一番大事な要の施設の方が大変苦労されまし

た。これがこのように今、改善されるように今回の６期から８期の間にされるようになっており

ます。そこには、どうしても高齢者ですので、医療とか、また障害の方もおられます。それらの

連携が、今回の第９期、この介護保険制度の中には反映されております。

そのような中身の一つの広域連合の会計でございまして、高齢者をいかにして守るかというの

をひしひしと感じるような、また特に低所得者に対する手当てがされている中身でございますの

で、賛成いたします。

○議長（勝部 俊徳君） 続いて、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第１１号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計予算を採決い

たします。

議案第１１号は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立多数でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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・ ・

日程第２８ 閉会中の継続調査の申し出について

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２８、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。議会運営委員長、山路有議員から、閉会中も次期定例会の日程等について

十分調査を行う必要があると調査申出がありましたので、これを許可することに御異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員長、山路有議員からの申

出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。

・ ・

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもちまして、今期定例会の会議に付されました議案は全て議了い

たしました。よって、令和６年第１回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を閉会いたしたいと存じま

す。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。

以上をもちまして、令和６年第１回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を閉会いたします。お疲れ

さまでございました。

午後４時１２分閉会
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